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１．「障がい者総合福祉法（仮称）」下における重症心身障害児者通園事業の 

あり方に関する研究   
 

研究代表者  末光 茂  川崎医療福祉大学特任教授 

 

研究要旨 

(1)平成24年４月１日からのいわゆる「つなぎ法」の施行により、重症心身障害児者通園事業は法定

施設に位置づけられるとともに、「障害者自立支援法」の枠組での選択を各施設では余儀なくされた。

全国重症心身障害日中活動支援協議会加入施設へのアンケート調査結果によると、定員が柔軟に設定

できることから、定員増により運営面での改善をみた所（28.2％）がある一方で、利用者の確保に困

難をきたし、むしろ悪化をきたしている所（39.5％）とに分かれていることが明らかとなった。 

そして平成25年４月には「障害者総合支援法」へと移行した。これにより一定数以上の利用者を確

保できる事業所は経営的に改善されたが、小規模事業所に課題を残していることが判明した。 

(2)全国の縮図といわれる兵庫県における重症心身障害児者の日中活動の場の配置状況をみると、明

石市・加古川市や淡路市などの瀬戸内海沿いの一部の都市と県北の過疎地に空白地域があること、さ

らに最も医療ニードの高い超重症児・準超重症児が医療機能を持たない近くの通園で受け入れができ

ないため、医療機能を有する通所に遠距離通園を余儀なくされている実態が明らかとなった。身近な

所で通所できる受け皿と、安心安全のためのバックアップ機能の体系化が求められることが示された。 

(3)平成元年の重症児通園モデル事業時代からの５施設での23年の取り組みを振り返った結果、いわ

ゆる日中活動の場としてのみならず、療育活動や医療支援の面で独自の役割を果たしており、専門性

の維持、充実が不可欠であることを明らかにした。 

 国立病院機構の重症児通園でも同じことが指摘された。 

(4)重症児通園にかかわる職員のタイムスタディ調査結果から、看護師は施設入所に比較して共通業

務よりも個別業務がより多いことに加えて、リハビリテーションスタッフの関与も不可欠であること

が明らかとなった。超重症児にかかわる看護師の業務は、一般の重症児のそれの約10倍であった。 

 これを基準に重症児日中活動支援事業所（15名利用）で人件費は年間4,160万円、運営費は5,200万

円がひとつの目安とされた。    

(5)重症児通園利用者の欠席状況を５月、９月、１月について前方視的調査を行った結果、対照施設

のそれに比して欠席率が高く、それも予定された欠席（短期入所の利用や病気の回復に長い日数が必

要など）の頻度が高いことが示された。 

(6)。岡山県（人口約200万人）での在宅重症児の家族へのアンケート調査（228名）を平成23年度に

実施したところ、重症児通園利用者は65％を占め、そこで希望する活動としては、リハビリが28％と

最も高く、療育訓練、レクリエーション、創作活動などが続いていた。訪問看護の利用は22％、居宅

介護（ヘルパー）は28％にとどまったのに対し、短期入所は59％を占めた。 

岡山県の実態をもとに、身近なところでの重症児通園の全国への普及を目指すと、全国700ヶ所程度

が必要と推計された。さらに10年後の在宅・地域生活の増加を考えると1,000ヶ所程度が必要と考え

られる。 

(7)スペイン・ポルトガルならびにカナダ・アメリカ・オランダとの比較調査により、わが国の重症

児施策は世界的に見て高い水準にあることが明らかとなったが、「国連・障害者権利条約」に則ると、

本人の自己選択や身体抑制等にかかわる面に課題があるとの指摘があった。さらに療育環境や個別性

に配慮した教材、介助用具等で工夫の余地が大きいことも判った。 

(8)本研究の２年度にいわゆる「つなぎ法」に、さらに３年度には「障害者総合支援法」に移行した。

それを受けた各事業所での対応と成果ならびに課題等を明らかにし、望ましいあり方への提言を行っ

た。 
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研究分担者 

髙嶋 幸男 国際医療福祉大学教授 

西間 三馨 国立病院機構福岡病院名誉院長 

小西 徹  長岡療育園園長 

宮﨑 信義 久山療育園重症児者医療療育セ

ンターセンター長 

水戸 敬  にこにこハウス医療福祉センタ

ー 

松葉佐 正 熊本大学医学部附属病院 重症

心身障がい学寄附講座特任教授 

三田 勝己 星城大学特任教授 

 

Ａ．研究目的 

 最も障害が重く医療福祉ニードの高い重症心

身障害児・者も、地域での暮らしを可能とする

ために「障がい者総合福祉法（仮称）」の整備

作業が進められている。そこでの「重症児通

園」の望ましいあり方への提言を目的とする。 

 

Ｂ．研究結果 

(1)久山療育園重症児者医療療育センターでは

平成２年（1990年）１月にモデル事業として開

始以来、162名の登録者がある。平成25年度の

研究は事業開始以来24年間の臨床統計及び平成

25年度の通所利用者68名の医療・療育・社会資

源について聞き取り調査と情報収集を継続検討

した。障害者総合支援法施行後の通所利用者像

については、障害児と障害者事業の一体的運用

と整合性の在り方について利用者の追跡調査を

行い考察した。特に他の社会資源（医療機関・

訪問看護・在宅福祉事業）との連携や危機管理

に対処する医療・福祉ネットワークの実状と方

向性を検討した。平成24年度・平成25年度の一

括報告として現時点までの通園事業のあり方に

関する研究結果を以下に提示する。 

 登録162名の転帰では、68人（42％）は平成2

5年度の通所を利用し、19名（12％）は保護者

の高齢化や利用者の医療上の重度化により入所

した。死亡25名（15％）は、近年の登録者の重

度化（重度障害児スコアの上昇）によって今後

更に増えてくることが予測される。主障害の発

生時期は、胎生期69名（43％）、周産期67名

（41％）、後障害22名（14％）、時期不明４名

（２％）であった。 

通園に至る経緯（紹介機関）は、医療機関か

らの紹介が107名（66％）で最多であり、次い

で養護学校28名（17％）、施設16名（10％）、

知人からの紹介が10名（６％）、保育園から１

名（１％）であった。この結果から、医療連携

や養護学校の校区の他、在宅支援事業を実施す

ることによる連携の拡大や送迎の有無による影

響が伺える。通所利用者のスコア別の療育内容

では理学療法68名（100％）・作業療法24名（3

5％）・感覚入力44名（65％）・遊戯療法24名

（35％）であった。スコア別では医療度が高い

超重症児者・準重症児者では、理学療法と感覚

入力が主で、移動支援のある外来リハビリテー

ションもしくは訪問リハビリテーションの必要

度が高い結果と推測される。医療度が軽くなる

に従って作業療法と遊戯療法の利用頻度が増加

していた。 

平成25年度の通所利用者で追跡可能であった

59名についての社会資源の利用状況では、短期

入所は全ての群で75％以上の利用が見られた。

 超重症児者（Ⅰ群）・準超重症児者（Ⅱ群）

の事例では、短期入所の利用希望があっても人

工呼吸管理などでは受け入れに限度があり、そ

のために77.8％及び90％にとどまったと考えら

れる。訪問看護では医療度が高いほどニーズが

多く、訪問介護では各群間に差は見られなかっ

た。当園の通所事業以外の生活介護の利用はス

コアの低い群に利用者が多い傾向が見られた。

 通所事業は障害福祉や障害医療の領域だけで

なく、医療福祉圏域の広がりと繋がりの要とな

り、医療や福祉が不可欠である地域や国に対し

ても多くの示唆を与えるものではないかと思わ

れる。モデル事業開始以来24年間の通園事業の

役割は、重症心身障害児（者）やご家族の支え

となっただけでなく地域や重症心身障害施設を

も育成したと考えられる。 

 

 (2) 平成元年の重症児通園モデル事業５施設

の23年の取り組みを総括し、望ましい重症児通

園のあり方として、以下の４点が挙げられた。 

（重症心身障害児施設併設） 

1）日中活動の場：利用者の年齢や障害重症度

に添った活動支援 

2）療育・訓練活動の場：発達を促すor維持す
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る療育プログラムの実施 

3）健康・医療の場：健康維持目的の医療ケア，

障害に対する訓練 

4）その他：家族支援・レスパイト，社会参加

行事などの面でも一定の役割を果たしている。 

それらを総合して医療のある重症児施設併設

の事業所は、地域における「重症児者総合支援

センター」としての役割が期待されている。 

 

(3)平成になって始まった重症心身障害児者通

園事業は在宅の利用者にとっては短期入所事業

と共になくてはならないものとなっており、全

国的に在宅支援のための通園事業の需要は今後

もさらに高まるものと思われる。しかし、まだ

改善すべき課題も多い。そこで、より良い通園

事業を目指すために、全国の事業所が日頃抱え

ている問題点を調査し、改善すべき点を明らか

してその対応を考えることを目的にして毎年ア

ンケート調査を行った。そして、３年間の検討

結果から、事業所数及びその広さの対応が緊喫

の問題であり、近い将来の問題として利用者及

び家族の高齢化を加味した送迎システムの確立

が求められ、一方で、高度の医療的ケアを要す

る児の増加に伴った医師・看護師中心とした医

療体制の更なる強化、小児科医だけでなく内科

医、行政を巻き込んでキャリーオーバー児の問

題の解決を図るべきであると結論した。 

 

(4) 重症心身障害児・者通園事業について研究

１年目はNHO福岡病院Ａ型通園事業の実態を分

析し、新事業への課題を報告した。２年目以降、

国立病院機構29施設を対象に、新制度移行前、

移行初年度、移行２年目の状況と利用者の実態

を調査した。その結果、通所事業実施施設数に

変化はなく、利用登録者数は671～749名、60％

以上が18歳以上で、約28％が準・超重症児者で

あった。 

今後の課題として、送迎ニーズへの対応や医

療的ケアが必要な利用者の受入れが挙げられた。 

 

(5) 重症心身障害児者の日中活動支援事業所

（旧重症心身障害児者通園事業所）における職

員の業務のタイムスタディを通して、重症児者

の日中活動支援の様子を誌上に再現した。また、

昨年までの調査結果をもとに、日本の各地域の

経済状態を加味した、より正確な人件費を算出

した。 

重症児の通園においては、様々な職種の中で、

看護師による、医療ケア以外のケアに重要性が

感じられた。また、１日13名が利用する事業所

の１日の人件費は、150,203円であった。同じ

規模の事業所での１年間の人件費は、36,048,8

88円と算出された。この数字を１日15名に換算

すると、年間の人件費は、4,160万円となった。 

 

(6)【１年目】重症心身障害児者（重症児者）

通園における利用者の欠席は運営上無視できな

い状況になっている。そこで、季節性を考えて

５月、９月、１月の各１ヵ月での欠席率、欠席

予告の時期、欠席理由について前方視的に検討

を行った。重症児者通園では、対照施設に比し

て欠席率が高く、急な欠席より予定された欠席

の頻度が多く、その理由としては短期入所利用、

体調の回復に時間を要することであった。この

実態に即した運営面への行政からの配慮が望ま

れる。 

これまで重症児者通園事業の目指すべき具体

的な目標を、“どれ位の人口・地域面積当たり

に通園事業所が１ヵ所必要なのかの答えを得る

”に置き、目指してきた。今回、その一環とし

て、兵庫県下における実態を検討するために、

神戸市内の６ヵ所、神戸市を除く兵庫県下の６

ヵ所の重症児者通園事業所にアンケート調査を

行った。神戸市内は全市的にシステム化され、

通園希望の需要にほぼ応えていた。一方、神戸

市以外の県下ではその地域の需要に応えている

所、応えきれていない所、事業所が無い所に分

かれた。そこで、今回、神戸市に於ける現状

（人口15,000人に一人の割り、片道送迎１時間

以内）を基準にして兵庫県下を14地域に分け、

各地域での今後の対応策について考察した。行

政の協力を得ながら、各地域での通園システム

を確立するべき時期に来ていると思われる。 

【２年目】元来、収支的に難しいとされてきた

重症児者通園事業が法制化によってその収支が

どう変化したかを調べる目的でアンケート調査

を行った。様々な規模の事業所が存在し、一概
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には言えないが、３年前に行った調査結果と比

較して黒字化していた事業所が増えていた。定

員15－24人規模の事業所では、高い利用率を維

持して給付費5,800万円を獲得し、職員数は１

１人（内、看護職３人）が一つのモデルになる

と考えられた。定員数が25人以上の生活介護事

業所では黒字の所が多かったが、定員５－10人

の事業所の運営に関しては更なる検討が必要で

ある。 

 

(7)岡山県の現状と重症児通園の必要箇所数 

岡山県内には959人の重症児（者）が在住し

ている。そのうち施設入所は395人、在宅は564

人である。 

 平成23年度時点で在宅重症児者のうち211名

が重症児通園事業８ヶ所ならびに生活支援事業

所４ヶ所を利用している。人口200万人の県域

に８ヶ所の重症児通園事業があるのは全国的に

みると、高い水準といえる。 

 しかし、その岡山県でも３地域に空白地帯が

残っており（総社市・真庭市・美作市）、早急

な整備が求められる。 

 この岡山県をひとつの基準として考えると、

人口200万人あたり11ヶ所程度が必要となる。

さらにそれを全国に普遍すると、現在の300ヶ

所の約２倍の700ヶ所が必要だと推計されるこ

とになる。 

 いわゆる「つなぎ法」そして「障害者総合支

援法」に移行するなかで、重症児を受け入れる

「生活介護事業所」が新・増設されたことは喜

ばしいことである。しかし重症児にとって安心

・安全でかつそれぞれにふさわしい療育の質の

確保については課題を残している。 

 将来重症児施設入所が減少し、在宅・地域生

活者が増え、10年後には約３万5,000人に達す

ると予想される。その際には全国1,000ヶ所程

度の重症児者日中活動支援事業所が必要と考え

られる。 

 

(8)海外調査 

 アメリカ、オランダ、スペイン、ポルトガル

等の調査によると、わが国のように小児神経科

医を中心とする医師が常駐し、手厚い医療、看

護、リハビリテーション体制下で超・準超重症

児まで、それも児童期から成人期までシームレ

スな支援を全国レベルで展開できている国は見

当たらない。 

 しかし、個別性に配慮した療育・生活環境や

教材、介護機器については学ぶべき点が残され

ている。 

 

(9)国際学会シンポジウムならびにポスター発

表 

 わが国の重症児者日中活動の歴史と現状なら

びに課題を国際学会で発表し、情報交換を行っ

た。わが国のこの方面での成果に高い評価を得

たが、「国連・障害者権利条約」に則った課題

について指摘を受けた。 

 

Ｃ．行政への貢献の可能性 

(1)内閣府の障がい者制度改革推進会議のもと

におかれた「総合福祉部会」での議論に、委員

のひとり末光は研究要旨を報告し、この分野の

共通理解に寄与した。 

 

(2)その結果、通称「つなぎ法」での「重症児

通園」の法定化と利用定員の柔軟運用そして児

童から成人に至る「児・者一貫」療育の保障な

どの具体化をみた。 

 

(3)2012年４月の「つなぎ法」での新体系への

移行後の実態調査と分析から「障害者総合支援

法」に向けた課題を明確化することができた。 

 最終年度でそれらを追跡調査し、望ましい制

度改革に向けた提言に寄与したものと考える。 

 

(4)国連本部（ニューヨーク）で障害者権利条

約に関する日本代表部のchief secretaryを務

める伊東亜紀子氏に、直接この分野の歴史と現

状ならびに課題について説明し、理解を求めた。 

 

(5)「障害者総合支援法」下での改善点と残さ

れた課題については、新たな「障害児支援の在

り方に関する検討会」で意見陳述する予定であ

る。 
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２-（1） 通園モデル事業開始以来の 24 年間の成果と考察 
 

研究分担者  宮﨑信義  久山療育園重症児者医療療育センター長 

小西 徹  長岡療育園園長 

研究代表者  末光 茂  川崎医療福祉大学特任教授、旭川荘理事長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究要旨 

当園では平成 2年（1990 年）1月にモデル事業として開始以来、162 名の登録者がある。平成 25

年度の研究は事業開始以来 24 年間の臨床統計及び平成 25 年度の通所利用者 68 名の医療・療育・

社会資源について聞き取り調査と情報収集を継続検討した。障害者総合支援法施行後の通所利用者

像については、障害児と障害者事業の一体的運用と整合性の在り方について利用者の追跡調査を行

い考察した。特に他の社会資源（医療機関・訪問看護・在宅福祉事業）との連携や危機管理に対処

する医療・福祉ネットワークの実状と方向性を検討した。平成 24 年度・平成 25 年度の括報告とし

て現時点までの通園事業のあり方に関する研究結果を以下に提示する。 

 登録 162 名の転帰では、68 人（42％）は平成 25 年度の通所を利用し、19 名（12％）は保護者の

高齢化や利用者の医療上の重度化により入所した。死亡 25 名（15％）は、近年の登録者の重度化

（重度障害児スコアの上昇）によって今後更に増えてくることが予測される。主障害の発生時期は、

胎生期 69 名（43％）、周産期 67 名（41％）、後障害 22 名（14％）、時期不明 4名（2％）であった。 

 通園に至る経緯（紹介機関）は、医療機関からの紹介が 107 名（66％）で最多であり、次いで養

護学校 28 名（17％）、施設 16 名（10％）、知人からの紹介が 10 名（6％）、保育園から 1名（1％）

であった。この結果から、医療連携や養護学校の校区の他、在宅支援事業を実施することによる連

携の拡大や送迎の有無による影響が伺える。通所利用者のスコア別の療育内容では理学療法 68 名

（100％）・作業療法 24 名（35％）・感覚入力 44 名（65％）・遊戯療法 24 名（35％）であった。ス

コア別では医療度が高い超重症児者・準重症児者では、理学療法と感覚入力が主で、移動支援のあ

る外来リハビリテーションもしくは訪問リハビリテーションの必要度が高い結果と推測される。医

療度が軽くなるに従って作業療法と遊戯療法の利用頻度が増加していた。 

平成 25 年度の通所利用者で追跡可能であった 59 名についての社会資源の利用状況では、短期入

所は全ての群で 75％以上の利用が見られた。超重症児者（Ⅰ群）・準超重症児者（Ⅱ群）の事例で

は、短期入所の利用希望があっても人工呼吸管理などでは受け入れに限度があり、そのために

77.8％及び 90％にとどまったと考えられる。訪問看護では医療度が高いほどニーズが多く、訪問

介護では各群間に差は見られなかった。当園の通所事業以外の生活介護の利用はスコアの低い群に

利用者が多い傾向が見られた。通所事業は障害福祉や障害医療の領域だけでなく、医療福祉圏域の

広がりと繋がりの要となり、医療や福祉が不可欠である地域や国に対しても多くの示唆を与えるも

のではないかと思われる。モデル事業開始以来 24 年間の通園事業の役割は、重症心身障害児（者）

やご家族の支えとなっただけでなく地域や重症心身障害施設をも育成したと考えられる。 
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Ａ．研究目的 

平成 24 年度に続いて平成 25 年度の研究でも

通園モデル事業開始以来の 24 年間の通園利用

者についての医療度や医療内容、通所事業で実

施した療育課題について調査検討した。研究を

通して、新体系下における通所事業の適切な医

療的対応についての見解と今後予定されている

「障害者総合支援法」に向けての具体的な提言

をしていきたい。 

昨年と同様に重症児者通園の医療度や医療ニ

ーズが入所の重症児者と比較しても決して軽く

ないことは、統計的に有意差がないことが確認

された。特に呼吸障害のより重症化と喉頭気管

分離術や胃瘻・腸瘻による変化が顕著となって

いる。またこれまでの調査で判明している利用

者・保護者の高齢化の傾向が続いている。特に

平成 24 年度以来の通所登録者は、特別支援学校

卒業に伴って「準・超重症児者」の新規登録数

が増加し、特に呼吸障害・呼吸不全の方が目立

ち、在宅人工呼吸器使用や NPPV（非浸襲的陽圧

換気療法）などの呼吸管理や気管切開の処置、

頻回吸引、呼吸器感染症の反復が日常的になっ

ている。 

その他けいれん発作の頻発や摂食機能障害

（経管栄養や胃瘻造設）など多くの合併症対策

が不可欠である。平成 25 年度は更に特別支援学

校卒業後の医療度（重度障害児スコア）が高い

通所利用者が増加し高年齢化・重度化の傾向が

顕著になっている。この傾向は全国重症心身障

害日中活動支援協議会や全国重症心身障害児

（者）を守る会でも指摘されている。これらの

在宅重症児者の医療ニーズや療育ニーズに焦点

を絞り通所事業の有用性を検討したい。 

平成23年度～25年度の総括報告については、

平成 24 年度から研究に参加したので、平成 24

年度及び平成 25 年度の通園事業で実施された

医療療育について比較検討した。平成 25 年度の

研究報告とも重複するので、本稿では特に社会

資源の利用状況を通して在宅重症児者を支える

地域連携について調査し今後の施策の参考とな

る提言を行いたい。 

 

 

 

Ｂ．研究方法と対象 

【研究期間】○平成 25 年 4 月～平成 26 年 1 月 

【研究対象】○通園モデル事業開始以来の 24

年間の通所利用者 162 名 

 ○平成 25 年度通所利用者 68 名 

 ○平成 25 年度通所利用者 59 名 

 （68 名中、退所した 3名と社会資源利用追跡

不可能 6名は除外） 

【研究方法】 

（1）Ａ型通園モデル事業開始以来の 24 年間の

通所利用者 162 名の臨床統計と事業の成果 

①登録者 162 名の転帰の検討 

②登録者 162 名の主障害発生時期 

障害発生時期は、日本重症心身障害児福祉

協会の「重症心身障害児主要病因分類」に準

拠したが、詳細については以下のように分類

した。 

【胎生期】先天性疾患、胎内感染症・中毒・

代謝障害。原発性小頭症。神経皮膚症候

群。各種症候群（ダウン症候群・レット

症候群など）。染色体異常。先天性筋ジス

トロフィー。その他の先天性疾患。母体

内の代謝異常、奇形症候群。 

【周産期】出生時・新生児期の原因（生後 1

週間まで胎内性要因を加味）。分娩異常

（機械的損傷・低酸素症又は仮死など）。

新生児期の異常。低出生体重児も含む。 

【後障害】新生児期以降（5 週以降）の原因

による。外因性障害（髄膜炎・脳炎・脳

外傷・中毒・予防接種による脳炎・脳症）、

症候性障害（癲癇・脳症・血管障害・頭

蓋内腫瘍・精神障害による発達遅滞な

ど） 

②登録者 162 名の通園に至る経緯（紹介機関） 

④医療的ケアの有無と姿勢 

⑤登録者 162 名の療育内容 

（2）平成 24 年度から 25 年度に至る「障害者総

合支援法」施行による重症児者福祉サービ

スの変化 

①通所事業に至る紹介機関 

②通所活動の内容と課題について利用時間内

での外来リハビリの必要性を検討した。 
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③社会資源の利用状況 

平成 25 年度の通所利用者で追跡可能な

対象者 59 名について、社会資源の利用状況

について調査を行った。通所登録 68 名のう

ち退所（死亡や他施設入所）3 名や児童 6

名は対象外とした。 

 

Ｃ．研究結果 

 通園事業 24 年間の登録者は 162 名で、年齢分

布は 2 歳～65 歳（生存平均年齢 25 歳）、男女比

は男性 80 名、女性 82 名であった。 

 

（1）Ａ型通園モデル事業開始以来の 24 年間の

通所利用者 162 名の臨床統計と事業の成果 

①登録 162 名の転帰の検討（表 1） 

 162 名中 68 人（42％）は通所を利用し、平

成 25 年度の利用登録者で中には 30 年以上通

園を利用している利用者もあった。在宅に限

界が生じて当園入所となった方は 19 名

（12％）、他施設入所者が 9 名（6％）、死亡

25 名（15％）、外来利用者 23 名（14％）、消

息不明 18 名（11％）であった。 

②登録者 162 名の主障害発生時期（表 2） 

 主障害の発生時期は、胎生期 69 名（43％）、

周産期 67 名（41％）、後障害 22 名（14％）、

時期不明 4 名（2％）であった。 

 

③登録者 162 名の通園に至る経緯（表 3） 

 登録者の通園に至る経緯（紹介機関）は、

医療機関が 107 名（66％）が最多で、次いで

養護学校 28 名（17％）、施設 16 名（10％）、

知人からの紹介が 10 名（6％）、保育園からが

1名（1％）であった。 

 
④医療的ケアの有無と姿勢（表 4） 

 医療的ケアを必要とする頻度は、有りが 76

人（47％）、無しが 86 人（53％）であった。

医療的ケアや療育内容を選択する最初の基準

は姿勢保持機能であるが、臥位のみ（寝たき

り）が 119 名（73％）と最多で、その他（座

位や立位～歩行）が 42 人（26％）であった。 

 

⑤登録者 162 名の療育内容（表 5） 

 通所及び外来で実施された療育内容は、理

学療法が 161 名（99％）と最も多く超重症児

者や準超重症児者では単独の場合も多数を占

めた。次いで作業療法が 49 名（30％）、感覚

入力が 112 名（69％）、遊戯療法が 49 名（30％）

であった。作業療法及び遊戯療法は発達期に

ある児童か若年者が多くを占め、この傾向は

平成 25 年度の重度障害児スコア別の調査と

も一致していた。 
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（2）平成 23 年度から 25 年度に至る「障害者総

合支援法」施行による重症児者福祉サービ

スの変化 

①通所事業に至る紹介機関 

 平成 25 年度通園事業利用者においては、通

所に至る経緯（紹介機関）では、医療機関が

23 名（34％）、特別支援学校 27 名（39％）、

施設 12 名（18％）、知人から 6 名（9％）であ

り、特に特別支援学校卒業後からの通所利用

が多くまたこの群に医療度の高い登録者が目

立った。このことは医療機関や特別支援学校

をつなぐ切れ目のない障害福祉サービスに通

所事業が不可欠であることを示している。 

②通所活動の内容と課題について利用時間内

での外来リハビリテーションの必要性を検

討した。 

 平成 25 年度通園事業の稿で述べたが、通所

利用者の療育内容では理学療法 68 名

（100％）・作業療法 24 名（35％）・感覚入力

44 名（65％）・遊戯療法 24 名（35％）であっ

た。 

③社会資源の利用状況（表 6） 

平成 25 年度の通所利用者で追跡可能であ

った 59 名について（退所 3名と死亡や他施設

入所で退所された 3名とを除く利用者、社会

資源の利用状況について調査を行った。利用

頻度が 75％以上と高い利用資源について、ス

コア別にみると、短期入所は全ての群で 75％

以上の利用が見られた。超重症児者（Ⅰ群）・

準超重症児者（Ⅱ群）の事例では、短期入所

の利用希望があっても人工呼吸管理などでは

受け入れに限度があり、そのために 77.8％及

び 90％にとどまったと考えられる。 

訪問看護では重度障害児スコアが高いほど

利用頻度が高く、Ⅰ群で 7 例（77.8％）、Ⅱ群

で 4 例（40％）の利用があった。訪問介護の

利用は各群間で平均的な利用が見られた、当

園など重症児者通園事業以外の生活介護事業

の利用は、スコアが低いⅣ群で最も多い利用

があった。 

 

 

Ｄ．考察 

（1）Ａ型通園モデル事業開始以来の 24 年間の

通所利用者 162 名の臨床統計と事業の成果 

①登録 162 名の転帰の検討について 

 162 名の登録者のうち 68 人（42％）が平成

25 年度の利用登録者として継続ないし新規

登録していることは、在宅を支える通所事業

の役割の大きさを示し、在宅に限界が生じて

当園入所となった 19 名（12％）は在宅介護が

保護者の高齢化や利用者の医療上の重度化に

よるもので、重症心身障害施設が生涯を通し

ての受皿となっていることを物語っている。

また死亡 25 名（15％）は、近年の登録者の重

度化（重度障害児スコアの上昇）から更に増

えてくることが予測される。 

②登録者 162 名の主障害発生時期 

 障害発生時期の解釈でも異なってくるが、

平成 25 年度の重度障害児スコアによる群別

頻度から、超重症児者（Ⅰ群）では胎生期発

生が多く、準超重症児者では胎生期が最多で
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周産期が次いでいる。スコア 9点以下では胎

生期・周産期・後障害それぞれに発生時期が

分布している。主要病因分類時期区分の他の

統計資料との差異は、先天性疾患と症状発現

時期、低出生体重児の発生時期の取扱い等に

よるものと考えられた。 

③登録者 162 名の通園に至る経緯（紹介機関） 

 通所利用に至る経緯（紹介機関）は、地域

の通所事業所の密度や交通の利便性にも左右

されるが、研究結果を考察すると、医療連携

や養護学校の校区の他、在宅支援事業を実施

することによる連携の拡大や送迎の有無によ

ることが伺える。 

④医療的ケアの有無と姿勢について 

 この項目は医療機能の水準を決める要素と

なると共に、職員構成や人員数を決める指標

となる。通所事業の医療・療育活動計画によ

って必要な職種と人員を配置するが、最近で

は医療上の重度化や送迎の添乗の必要から看

護師を多く配置する必要に迫られている。実

際の状況でも他の地域の施設や病院と同様に

看護師確保や育成に困難をきたしている。 

⑤登録者 162 名の療育内容 

 殆どの重症心身障害児（者）がリハビリテ

ーション及び発達支援からなる「療育」を必

要とし、また家族にとっても希望の源泉とも

なっている領域かと思われる。確かに重い障

害が固定し、成長につれて変形や拘縮が進み、

呼吸障害や消化器障害など多くの合併症に見

舞われる厳しい状況にあることは疑うべくも

ないが、重症児者と家族を日常的に支え希望

の大きな要素になっていることは確実であろ

う。児者に分離されても、この「療育」とい

う視点が失われることは避けねばならない。 

（2）平成 23 年度から 25 年度に至る「障害者総

合支援法」施行による重症児者福祉サービ

スの変化 

①通所事業に至る紹介機関 

平成 24 年度通園事業利用者においては、通

所に至る経緯（紹介機関）では、医療機関が

24 名（41％）、特別支援学校 25 名（42％）、

施設 4 名（7％）、知人から 6 名（10％）であ

ったが、医療機関や特別支援学校卒業後から

の通所利用が多いことに変りはなかったが、

平成 25 年度では施設経由が 12 名（18％）と

増加していた。これは NICU 既往者や医療上の

重度化により福祉施設での対応が困難になっ

たためと考えられた。 

②通所活動の内容と課題について 

利用時間内での外来リハビリテーションの

必要性を検討した。スコア別では医療度が高

い超重症児者・準重症児者では、理学療法と

感覚入力が主で、医療度が軽くなるに従って

作業療法と遊戯療法の利用頻度が増加してい

た。これは通園利用者以外の外来通院児者で

も同様の傾向が見られ、特に通院が困難な超

重症児者（Ⅰ群）・準超重症児者（Ⅱ群）では

移動支援のある外来リハビリテーションもし

くは訪問リハビリテーションの必要度が高い

と推測される。 

③社会資源の利用状況について 

平成 24 年度の調査では、短期入所のニーズ

が特に顕著であり、総計でも 52 名中 41 名

（83.1％）であった。訪問看護では医療度が

高いほどニーズが多く、訪問介護では各群間

に差は見られなかった。当園の通所事業以外

の生活介護の利用はスコアの低い群に利用者

が多い傾向が見られた。この傾向は平成 25

年度利用者でも同様であった。特に短期入所

は受皿となる受け入れ期間の不足を訴える事

例が多く、社会資源が整備されれば更に利用

頻度が高まることが伺えた。 

（3）通所事業が障害者福祉及び地域福祉・在宅

支援に占める位置 

 歴史的には本邦で福祉が制度として定着し

た時期は第二次世界大戦後と思われる。日本

国憲法や児童福祉法、身体障害者福祉法そし

て現在の社会福祉法へと繋げられている。特

に障害児・障害者では真の意味でも人権が回

復され存在意義や生存権が脅かされることは

考えられない時代となった。しかし、総論的

に障害者の人権やノーマリゼーションが語ら

れても、一人がかけがえのない存在として生

命が尊ばれ、基本的人権が生活する上でも遵

守されているか否かが検証されなければなら

ないと考える。その良い例が「障害者権利条
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約」で「他の者と平等の選択の自由をもって

地域社会で生活する平等の権利」「自立した生

活(生活の自律)及び地域社会へのインクルー

ジョン」を謳っても、制度としてそれを成り

立たせる社会資源や地域の礎となる人間の絆

がなければ、具体的な障害者個人はその権利

を行使できない。最も重症である重症心身障

害児（者）に至っては、先ず生命が守られ、

生活の質や人として当然の生活欲求が満たさ

れる手段や場がなければ人権を尊重したこと

にはならない。重症心身障害児（者）と保護

者が地域で生きることが可能となる在宅支援

の三本柱は、通所事業・短期入所事業・訪問

事業と言われる。そして重症心身障害児（者）

では、先ず在宅支援があって、親亡きあとの

受皿としての入所事業（医療型障害児入所施

設・療養介護事業所）が整備されていること

が不可欠と考える。 

障害者対策総合研究事業「「障がい者総合福

祉法（仮称）」下における重症心身障害児者通

園事業のあり方に関する研究」を通して、通

所事業が果たしてきた役割が短期入所事業や

訪問事業とも密接に連携し、生涯を通じた支

援として入所事業とも連携していることが明

確になった。このことは通所事業が障害福祉

や障害医療の領域だけでなく、医療福祉圏域

の広がりと繋がりの要となり、医療や福祉が

不可欠である人間存在や地域や国に対しても

多くの示唆を与えるものではないかと考えら

れた。重症児者通園モデル事業開始以来 24

年間についての課題研究を通して、この事業

が多くの重症心身障害児（者）やご家族の支

えとなった他、地域社会と繋がり、重症心身

障害施設をも育成した働きが認識された。 

 

Ｅ．結論 

1. 登録 162 名の転帰では、68 人（42％）は通

所を利用し、19 名（12％）は保護者の高齢化

や利用者の医療上の重度化により入所した。

死亡 25 名（15％）は、近年の登録者の重度

化（重度障害児スコアの上昇）から更に増え

てくることが予測される。 

2. 主障害の発生時期は、胎生期 69 名（43％）、

周産期 67 名（41％）、後障害 22 名（14％）、

時期不明 4 名（2％）であった。 

3. 通園に至る経緯（紹介機関）は、医療機関が

107 名（66％）が最多で、次いで養護学校 28

名（17％）、施設 16 名（10％）、知人からの

紹介が 10 名（6％）、保育園から 1 名（1％）

であった。この結果から、医療連携や養護学

校の校区の他、在宅支援事業を実施すること

による連携の拡大や送迎の有無による影響

が伺える。 

4. 通所利用者のスコア別の療育内容では理学

療法 68 名（100％）・作業療法 24 名（35％）・

感覚入力 44 名（65％）・遊戯療法 24 名（35％）

であった。スコア別では医療度が高い超重症

児者・準重症児者では、理学療法と感覚入力

が主で、移動支援のある外来リハビリテーシ

ョンもしくは訪問リハビリテーションの必

要度が高いと推測される。医療度が軽くなる

に従って作業療法と遊戯療法の利用頻度が

増加していた。 

5. 平成 25 年度の通所利用者で追跡可能であっ

た 59名についての社会資源の利用状況では、

短期入所は全ての群で 75％以上の利用が見

られた。超重症児者（Ⅰ群）・準超重症児者

（Ⅱ群）の事例では、短期入所の利用希望が

あっても人工呼吸管理などでは受け入れに

限度があり、そのために 77.8％及び 90％に

とどまったと考えられる。訪問看護では医療

度が高いほどニーズが多く、訪問介護では各

群間に差は見られなかった。当園の通所事業

以外の生活介護の利用はスコアの低い群に

利用者が多い傾向が見られた。 

6. モデル事業開始以来 24 年間の通園事業の役

割は、重症心身障害児（者）やご家族の支え

となっただけでなく地域や重症心身障害施設

をも育成したと考えられる。 
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知的等障害分野）「障害者総合支援法下における

重症心身障害児者通園事業のあり方に関する研

究」の助成により実施された。 
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２－（2） 重症心身障害児者の在宅支援としての通園の役割： 

モデル事業からの23年間の経験から 

 
研究分担者  小西 徹  長岡療育園 園長 

研究代表者  末光 茂  川崎医療福祉大学 特任教授 

 

 

研究分担者  水戸 敬   にこにこハウス医療福祉センター 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ａ．研究目的・方法 

 重症心身障害児者（重症児者）は重度の肢体

不自由と重度の精神遅滞を併せ持つもので、障

害の重症度に加え、障害に関る各種の合併症が

高頻度であることから医療度も高い。この様な

重症児者が安全で安心できる在宅生活を維持す

るには、日中生活・介護支援のみならず療育支

援，医療支援が揃っている必要がある。在宅重

症児者支援としては、①通所支援（通園：日中

活動），②短期入所支援（緊急保護，レスパイ

ト），③居宅支援（訪問医療・看護，訪問リハ，

訪問介護など）が3本柱である（図１）。 

 重症児者通園は平成元年にモデル事業として

全国5施設で始まり、平成8年に一般事業化（予

算事業）され、以後は全国的に普及し現在300

施設以上で実施されており、6, 000～7, 000人

の利用がある。重症児者通園はいわゆる“日中

生活・活動の場”（生活支援，介護支援）では

あるが、障害重症度や合併症に対応すべく療育

支援や医療支援も合わせて実施している。そし

て、定期的に通所する支援であるが故に日常生

活のみならず全身管理も容易に可能であり、上

記の支援の中でも中核的な役割を果たすものと

考えられる。 

 本研究ではモデル事業から重症児者通園を継

続している5施設における23年間の経年的な利

用者数，利用者像（障害重症度，医療度，介護

度），通園での活動内容，利用の最終転帰など

を調査し、通園事業（Ａ型）の果たしてきた役

割についてまとめた。そして、新制度への移行

（「生活介護事業」,「児童発達支援事業」）

に関して、重症児者支援のあるべき姿について

提言することを目的とした。 

 

Ｂ．研究結果 

重症児者通園23年間の実態調査（IASSIDD発

表（p62～74）を参照） 

１）利用者数：5施設で延べ782名の利用があ

った。開設直後から利用者は急増し定員の3～

5倍を受入れており、医療福祉圏域を越えた支

援を展開していた（人口50～70万人／施設の

エリア）。これは、重症児者に特価した通所支

援のニーズが高いことを意味している。 

２）利用者の障害像：①狭義重症心身障害（大

島分類1～4）が86.8％を占め、重症児施設の

入所者とほぼ同率であった。また、障害重症度

は年々重くなる傾向があった（大島分類1が増

加）。②超・準超重症児者が23.4％で、これも

研究要旨 

平成元年の重症児通園モデル事業5施設の23年の取り組みを総括し、望ましい重症児通園の

あり方として、以下の４点が挙げられた。 

１．日中活動の場として、利用者の年齢や障害重症度に添った生活支援・活動支援が必要で

ある（保育士，介護士，指導員などが関与）。 

２．療育・訓練活動の場として、発達を促す又は維持する療育プログラムの実施が必要であ

る（指導員，保育士，訓練士などが関与）。 

３．健康・医療の場として、健康・生命維持を目指した広範で専門的な医療ケアが必要であ

る（医師，看護師，訓練士などが関与）。 

４．家族支援・レスパイト，社会参加行事などの面でも一定の役割を果たす。  

 それらを統合して、医療のある重症児施設併設の事業所は、地域における「重症児者総合

支援センター」としての役割が期待されている。 
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入所者とほぼ同率であった。また、平成20年

頃より呼吸器管理のケースが急増しており、N

ICU後方支援としての役割も担っているものと

思われた。③医療ケア：超重症児者の増加に伴

い、呼吸器管理4.9％，気管切開10.7％，頻回

吸引27.0％，経管栄養29.3％など生命維持に関

るケアが常時実施されていた。これらの利用者

障害像を考慮すると、複数以上の看護師配置は

もとより専門性の高い訓練士や介護士の配置が

必要である（超重症児or特別重度支援加算的な

配慮が必要）。 

３）利用状況：①継続利用者353名45.1％，②

施設入所123名15.7％，③死亡115名13.8％，

④その他（支援学校就学，外来管理，他通園，

転居など）198名25.3％であった。利用開始年

齢は施設により若干異なるが、6歳未満26.9％

（児童発達支援に相当）と18～24歳28.3％

（生活介護に相当）に2つのピークがあった。

利用期間：①継続利用者では利用開始年齢が1

5.0歳で、利用期間は利用まもないケースも含

むなかで平均10.2年であり、15年以上利用が

約30％を占め、うち開始当初からの23年間の

継続利用が52名であった。この様な長期利用

者では通園活動が生活の一部になっているもの

と思われた。②施設入所者では利用開始年齢が

21.6歳とやや遅かったものの利用期間は9.2年

と継続例と遜色なかった。③死亡例では利用開

始年齢が13.8歳とやや早く、利用期間は6.2年

と前2群よりは短かった（5年未満での死亡が

約半数）。何れの転帰群においても充分な期間

の在宅生活を維持できていたことは間違いない。

また、利用が長期に渡っていたことは、新制度

における特例措置“児－者一体的な支援”は重要

な意味があるものと思われる。 

４）通園活動：障害重症度や年齢に添って色々

の療育プログラムが組まれQOL向上を目指し

た取り組みが行われていた。また、定期的な通

園活動（日常介助を含む）を通して生活リズム

・睡眠覚醒リズムの安定が得られ障害の軽減に

繋がるケースも稀ならず認めた。この様に幅広

い活動を展開する為に保育士，指導員，介護士，

訓練士など多くの専門職員が配置されていた

（1：1に近い職員配置）。 

 

Ｃ．考察およびまとめ 

重症児者はその障害が重度で且つ重複するが

故に濃厚で専門的な支援を必要としている。こ

の専門的支援（医療，療育，介護）を提供でき

る社会資源が少ない中で、5施設が医療福祉圏

域を越えた重症児者を受入れていたことはある

程度理解できる所である。今後とも重症児者に

特価または限定した在宅支援体制の整備が望ま

れる。 

 5施設の利用者像・重症度は重症児施設の入

所者とほぼ同じであった。そして、年々重度化

する傾向があり、極めて医療度の高いケースも

増えていた。その為、重症児者通園では看護師

・訓練士を含めた専門医療職の配置が必須であ

り、より安全で安心できる支援を実施する為に

は相当数の職員配置が必要である（1：1）。

 しかし、新制度下における“生活介護（1.7：

1）”“児童発達支援”では他障害（知的障害な

ど）とほぼ同じ施設基準・職員配置や報酬単価

となっている。濃厚な支援を必要とする重症児

者通園では何らかの特別重度支援加算的な配慮

が必要ではないかと思われる。なお、新制度下

では同じ“生活介護”と言うことで知的障害施

設や特養施設（重症児者医療療育のノウハウが

ない施設）でも受入れが可能となっている。し

かし、この様な施設で医療ケア等の必要な重度

障害例を受入れることは極めて難しく且つ危険

を伴う可能性がある。是非、重症児者の特性に

添った重症児者に特価した通所支援の枠組みを

新たに構築して貰いたいものである。また、最

近、老人医療福祉（介護保健）領域において地

域在宅医療連携・ネットワークが広がりつつあ

り、小児においても在宅医療連携拠点事業がモ

デル的に始まっている。確かに、在宅医療支援

が広がることは重要で、重症児者にとっても好

ましいことである（特に移動搬送困難な超重症

児者には有効）。しかし、これらの支援は医療

面（訪問診療，訪問看護）に視点を当てたある

意味限定された在宅支援である。重症児者の在

宅支援においては、医療支援に加えて日中生活

介護支援，療育支援などのいわゆる福祉支援も

極めて重要である。この点を考慮すると、重症
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児者通園は医療支援と福祉支援を併せ持ってお

り、より幅広い在宅支援であると言うことが出

来る。そして、重症児者では出生後早期から継

続する障害であり、発達的観点に立った療育支

援は重要な意味を有するものと考える。 

 今回の調査では通園の利用期間が予想以上に

長期間に及ぶことが明らかになった。継続利用

者（10.2年），通園利用から入所（9.2年），

通園利用中に死亡（6.2年）であり、何れの利

用転帰者も充分な期間に渡って在宅生活を維持

できたことになる。当然、これらの利用者は通

園と同時に短期入所なども併用されているもの

とは思われるが、通園が在宅支援の中核的な役

割を果たしたことは間違いない。そして、この

様に利用が長期に渡ったことはライフステージ

を越えるケースも可也存在することになる（例

えば小児期→成人期，青年期→成人・老年期）。

これは、重症児者支援における児－者一体的な

支援の重要性を裏付ける結果と考えられる。 

 最後に、重症児者通園の在り方として以下の

様な機能を有するべきと考えている。 

 

 

重症児者通園の在り方 

 

１）日中活動の場：利用者の年齢や障害重症度に添った活動支援 

           生き生きとした生活の援助 （保育士，介護士，指導員など） 

２）療育・訓練活動の場：発達を促すor維持する療育プログラムの実施 

           楽しみながらQOL向上を図る （指導員，保育士，訓練士など） 

３）健康・医療の場：健康維持目的の医療ケア，障害に対する訓練 

           健康で安全な日中活動サポート （医師，看護師，訓練士など） 

４）その他：家族支援・レスパイト，社会参加行事など 

                      ↓ 

地域における重症児者総合支援センター 

 

 

 

Figure 1  Support system for SMID living at home
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２－（3） 重症心身障害児者通園事業の有り方に関する研究： 

    全国の事業所への３年間のアンケート調査結果 

  

分担研究者  髙嶋 幸男  国際医療福祉大学大学院教授・柳川療育センター施設長 

          水戸  敬     にこにこハウス医療福祉センター 

 

 

研究分担者  水戸 敬   にこにこハウス医療福祉センター 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Ａ．研究目的 

重症心身障害児の在宅支援の一つとして、モ

デル事業から始まった重症心身障害児者通園事

業は20年余を経過して、全国に300ヵ所以上の

事業所数、約6000人の在宅の重症心身障害児

者が利用する状況になっている。しかし、まだ

まだ改善すべき課題も多い。そこで、より良い

通園事業を目指すために、全国の事業所が日頃

抱えている問題点を調査し、改善すべき点を明

らかにしてその対応を考えることを目的にして

毎年アンケート調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

全国の重症心身障害児者（重症児者）通園事

業所に毎年アンケート調査を行い、回答内容の

検討を行った。初年度は定員15名のＡ型及び

定員5名のＢ型事業所に対して、医療スタッフ

配置状況及び緊急時体制、送迎状況、利用者数

が定員を下回ることに関してその原因と対抗策、

利用者の１日、１週間の過ごし方などの事業所

でのスケジュールを尋ねた。事業の法制化に伴

いＡ型・Ｂ型の区別が無くなった2年目には、

定員数・登録者数・スタッフ数の変化、現在の

送迎状況、通園事業での地域における問題点、

通園事業の空白地域解消のための提案、3年目

は法制度変更によって新たに生じた問題点、通

園事業でのこれまでの課題である事業所数及び

現状の広さ、送迎状況、医療体制、NICU（新

生児集中治療室）入院の既往、NICU卒業生の

通所での問題の有無、キャリーオーバー児の実

態についてアンケート調査を行った。 

 
Ｃ．研究結果 

医療面に関して、規模の小さいＢ型施設では

直に対応してもらえる医師が居らず、その時々

に救急病院等に依頼、もしくは家族に対応を依

頼する状況が回答施設の約3割に存在した。ち

なみに、Ａ型では全て医師対応が可能な状態で

あった。看護師はＡ型では全施設に常勤、Ｂ型

では95％以上で常勤・近くに居る状態であっ

たが、送迎時に看護師がほぼ添乗できるとした

のはＡ型で56％、Ｂ型で41％であった。介護

福祉士はＡ型の70％、Ｂ型の40％に勤務して

いたが、介護職の中での占める割合はまだまだ

少ない状況と思われた。 

送迎の現状は、全員施設送迎を行っているの

はＡ型で10％、Ｂ型で20％しかなかった。 

通園実績が定員を下回る理由としては体調が

不安定、病院に入院、短期入所利用中、急な家

族の都合などの回答が多かった。欠席への対抗

研究要旨 

 平成になって始まった重症心身障害児者通園事業は在宅の利用者にとっては短期入所事業と共

になくてはならないものとなっており、全国的に在宅支援のための通園事業の需要は今後もさら

に高まるものと思われる。しかし、まだ改善すべき課題も多い。そこで、より良い通園事業を目

指すために、全国の事業所が日頃抱えている問題点を調査し、改善すべき点を明らかしてその対

応を考えることを目的にして毎年アンケート調査を行った。そして、 3年間の検討結果から、事

業所数及びその広さの対応が緊喫の問題であり、近い将来の問題として利用者及び家族の高齢化

を加味した送迎システムの確立が求められ、一方で、高度の医療的ケアを要する児の増加に伴っ

た医師・看護師中心とした医療体制の更なる強化、小児科医だけでなく内科医、行政を巻き込ん

でキャリーオーバー児の問題の解決を図るべきであると結論した。 
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策として色々試みられているが諦めているとし

たのが、Ａ型で15％、Ｂ型で10％みられた。 

事業所での1日の過ごし方については、Ａ型、

Ｂ型ともに療育面（活動、診察・医療的処置、

訓練等）と生活面（食事・水分補給、トイレ・

オムツ換え、入浴等）がともに4割を占めてい

た。Ｂ型で入所施設併設と通園事業のみ、医療

体制有りと無しの事業所間に大きな差は見られ

なかった。 

１週間の過ごし方では、Ａ型、Ｂ型ともに 家

庭に3.2日、調査施設にはＡ型2.6日、Ｂ型2.2

日、の利用で、Ｂ型のその他には学校登校が含

まれていた。Ｂ型の入所施設併設と通園事業の

み、医療体制有りと無しに関しては、通園事業

のみ、医療体制無しの施設の利用の方が約13

％（0.9日）多かった。 

２年目の質問事項である法制化前後の利用者

・スタッフ数の変化として定員数・登録者数・

介護職スタッフ数が軽度増加していた。 

送迎の状況について、各施設の最遠隔地の平

均距離は25.7ｋｍで、平均所要時間は46.3分、

高速道路利用率は13.0％であった。また、片道

の所要時間での最長は120分で、次いで110分、

100分の報告があったが、全て自家送迎であっ

た。施設送迎の最長は90分であった。施設送

迎、自家送迎、両者併用の平均距離、平均所要

時間に大きな差はなかった。 

日頃悩んでいる地域での問題点として、施設

不足が最も多かった。ただ、その内容には違い

があり、高度の医療体制が整った施設が足りな

い、都会では高度の医療体制が整った施設は足

りているが軽度の医療を要する利用者の通う事

業所がない、広域地域でもう１ヵ所医療の整っ

た事業所が欲しい、普段はいいが長期休暇中の

児童の対応ができない、今後の高等部卒業生の

受け入れが出来ない等の意見があり、施設の数

の不足と施設の広さの不足の両方の要素が含ま

れていた。医療・送迎・運営に関しては以前か

らと同様の内容が述べられていた。さらに、地

域のシステムについてエリア設定、社会資源の

活用、行政を含めた連携体制への意見が見られ

た。 

そして、通園の空白地域を無くすためのアイ

デアとして、既存の事業所のサテライト新設や

巡回制度、医療を持つ生活介護・老人介護施設

への受け入れの促進、さらには一般病院での受

け入れなどによる受け入れ施設の拡充、それを

推進するために行政からの看護師・送迎・入浴

等への加算や財政的援助や人材育成の努力など

が提案された。 

3年目のアンケート調査内容で、新制度にな

ってからの問題点として、利用者数に応じての

報酬となり、欠席率の高い重症児者では収入が

不安定となったとの回答が目立った。その他、

個別支援計画、請求業務など事務量が増えた、

サービス管理責任者、看護師を含むスタッフの

確保が難しい、事業の利用者の幅ができ活動内

容や援助に多様に対応する必要性が出てきた、

既存の生活介護と統合したが障害程度の異なる

グループが出来ることになり同じスペースで過

ごすことが難しい、年齢層の二極化、生活介護

事業所が乱立する中で何の知識もなく医療的ケ

アのある利用者を受け入れている事業所が増え

ており危険、定員数を上げると単価が下がり運

営に支障を来たす、市町村により対応に違いが

あり混乱が生じているなどの意見が上げられて

いた。 

そして、旧体制から継続する問題点として、

前年度、問題点として最も多く指摘された事業

所の数が足りていないという意見はこの項目に

対して記載のあった66事業所中20事業所から

あったが、それ以上に記載件数が多かったのは、

制度が変わって定員数が増えた等の理由で事業

所が手狭になってきていて、これ以上受け入れ

られないという意見で、43事業所からあった。 

送迎に関連した医療（複数の添乗看護師確

保）、車輌関係（購入・維持費、運転手の確

保）に関連しての何らかの問題を多くの事業所

が訴えていた。その中で、家族の高齢化に伴い

送迎が出来なくなってきていることが起こって

おり、移乗のためには男性職員が必要との意見

もみられたが、今後大きな問題になるかもしれ

ないことも想定して、“ドア to ドア”より先

の“ベッド to ベッド”の希望に対して、添乗

員2名体制をすでに採り出している施設があっ

たり、逆に、全員の送迎が出来ないので来所中
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の対応の向上を目指して一切の送迎を止めたと

の回答がどちらも数ヵ所ずつみられた。 

医療体制については看護師確保および知識・

技術の向上、バックアップを依頼出来る医師・

病院の確保と関係強化、介護職の医療的ケアの

実践など医療体制強化を目指しているとの記載

が多かった。 

その他、市町村によって利用者の負担額に差

が見られる、保護者の高齢化・本人の加齢に伴

う介護量の増加などより通園から短期入所・ケ

アホーム利用を望む声が増えている、重症児を

受けると収入増になることから十分な体制を整

えないまま無責任に受け入れる事業の増加を危

惧、田舎の現状を踏まえた制度を希望するなど

の意見が寄せられた。 

通園事業所におけるNICU長期入院児の在宅

支援の状況に関連した質問に対して一部のみの

記載も含めると103施設より返事があった。そ

の内の73施設、1552症例中NICU長期入院児

（6ヶ月以上）は89人（5.7％）であったが、

重度の脳障害が多く、呼吸管理、栄養管理など

の医療的ケアを必要とする割合も高かった。N

ICU卒業生に特別な問題があるかについての調

査に答えた95事業所中46事業所からの記載に

はNICU卒業生は欠席率が高く、特別の問題を

持ち、看護体制への影響が大きく、特別な対応

が必要であり、欠席率も高いという回答が多か

った。 NICU卒業生は「増えている」は22事

業所（21.4％）であったが、「減っている」は

１施設のみであった。 

通園児・者の疾病要因として、先天異常も多

いが、成熟児の重症仮死が最も多かった。低出

生体重児の脳障害も多く、特に、超低出生体重

児の割合が高かった。 

後天性障害では、事故による脳障害も少なく

ないが、脳炎・脳症による障害が最も多かった。 

キャリーオーバー児の医療について、乳幼児期

からのかかりつけの小児科医に成人になっても

診てもらっているという状況が全国的に一般的

なことが改めて明らかとなった。内科医がなか

なか診てくれない、すぐに気管切開や胃瘻を勧

められてしまう等内科医の理解不足が目立ちと

ても困っている、小児科で対応できない疾患

（悪性腫瘍、生活習慣病など）で紹介できる所

が無いなどの問題が上げられていた。その中で、

医師間の連携で円滑に内科医に移行出来ている、

小児科医への集中傾向を医師会を中心に医療情

報の共有を図りながら地域の病院への移行を試

みているという回答もあった。 

 
Ｄ．考察 

平成に入ってモデルケースから始まった重症

児通園事業はその後全国的に拡がり、現在300

施設以上にて事業が行われている。当初、養護

学校高等部を卒業した重症児の進路先として設

けられた制度であったが、成人だけでなく小児

もかなりの数利用している状況となっている。

 これまで、『全国どこに住まいしても、安全

・安楽に利用できる重症児者通園システムの確

立』を目指して、その時々での問題点を明らか

にしたい、解決の糸口を得たいがためにアンケ

ート調査を行ってきた。この3年間のアンケー

ト調査から、これまでの重症児通園においては、

『送迎』と『医療体制』の問題が注目され、さ

らに加えるとすると『収支問題』が上がってい

たが、これまで問題としての意識はあったが将

来的な問題と考えがちだった『通園施行施設数

及び施設の広さ』が一番の問題となっているこ

とが明らかとなった。全国にあとどれ位の数の

通園事業所が必要であるかについては不明であ

るが、現在、全国約300ヵ所の事業所の定員数

の約2倍以上の登録者数が居るとされている。

それからだけでも、通園利用希望者が毎日通園

事業を利用するためには今の2倍以上の事業所

数が必要であると言えるかもしれない。とにか

く、事業所が足りないことは明らかである。し

かしながら、“どれ位の人口や地域面積当たり

にどの程度の受け入れ人数の施設がどれ位必要

なのか”については誰も答えを持たないのが現

状である。その解明のためには、これからの重

症児者通園事業の対象者の障害程度の取り決め

に始まって、実際の在宅者の分布の解明、エリ

アの広さと対象者の利用頻度の決定、送迎体制

と医療体制の整備等まで必要と考えられるが、

どれをとってもなかなか難しい問題である。と

はいっても、施設数の増加を何としても推し進
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めないといけない時期になっていることは間違

いない所と思われ、提案された対策として、す

でに通園事業を行っている施設にはそのノウハ

ウを活用してサテライト的な新しい事業所の開

設や巡回型の通園事業、未だ通園事業を行って

いない国立病院機構で重症児者病棟を持ってい

る病院と公法人立の重症児者施設には事業の開

始、また、医師や看護師などが詰めていて医療

的な受け入れが可能な生活介護施設や老人介護

施設での受け入れの推進、更には、一般病院で

の受け入れなどが回答された。しかし、これら

を押し進めるにあたっては、対象利用者の障害

程度の取り決めをきちんとして重症児者通園利

用者と他の通園施設利用者との区別化を明らか

にし、医療的に重度で日常生活においても非常

に介護の手が掛かるような対象者故に、利用す

る時の配慮としての看護師・送迎・入浴等への

加算や財政援助体制の制度化がないと新しく事

業を開始したり継続していくことが難しいと思

われる。 

一方、『送迎』の新たな問題が3年目の調査

で浮かび上がってきた。それは、「家族の高齢

化に伴い自家送迎が出来なくなってきている」、

「移乗のためには力のある男性職員が必要」、

「添乗員2名体制をすでに採り出している」な

どの回答で表現された“家族と本人の高齢化”

の問題である。送迎体制の人件費・車輌購入費

及び維持費などの問題の解消、事業所送迎シス

テムや送迎サービス事業所の利用等の送迎体制

の確立は以前から求められていた。ここに“高

齢化”を加味した送迎システムがきちんと確立

されないと、将来通園事業そのものも成り立た

なく可能性も考えられる。そして、事業所と利

用者の家との距離、送迎所要時間の問題は通園

事業所を増やすしか解決方法はないと思われる。 

開始当初から問題とされていた医療的な受け入

れ体制の充実はいまだ解決されずにいると言わ

ざるを得ない。初年度の調査にて、医療的な問

題に関して、Ａ型の全施設とＢ型の施設の約7

割は医師の対応が速やかに行える状況であるが、

Ｂ型の3割の施設ではその時々に対応を行って

いると推測された。一方、看護師はほとんどの

施設にて配属されているが、添乗の状況からは

まだまだ数的に充填されていないと思われた。

 今後、全ての施設で十分な医療的な受け入れ

体制が整うにはまだ時間がかかると思われる。

その間の対応として、医療度の高い利用者は必

ずどこかの病院や主治医、かかり付け医がいる

はずで、在宅時に何か緊急的なことがあれば家

族はその病院や医者に連絡を取り、対処しても

らっていると推測される。その緊急の事態が家

でなく施設で起こったとしても同じように対応

することにしていれば、対応もスムースにでき

ると思われる。さらに、近年介護福祉士等の介

護職が研修を経れば医療行為が行えるようにな

った。今後さらに医師との連携、看護師増加さ

らには介護福祉士の採用などで医療的対応を整

備することにより、医療的問題は改善できると

思われる。 

 日々の事業の中で利用者の出席率は問題とな

っていたが、近年、実績払いと定められたため

に以前よりも一層切実な課題となっている。ア

ンケート結果にあるように、欠席の理由はいろ

いろである。それに対する対応も施設ごとに行

われていたようだが、医療度の高い利用者は急

に体調を崩すことが多く、その穴埋めをしよう

にも送迎が出来ないとか予定が入っている等で

簡単に代わりの利用者が見つからないことも多

い、前もって定員より多く予定していて全員が

来られて困るなど妙案が無いのが実情のようで、

この問題については今後のさらなる検討が必要

だと考える。 

事業所での1日の過ごし方、利用者の1週間

の過ごし方の結果は示した通りだが、その中で、

Ｂ型通園利用者の1週間の過ごし方にて、通園

事業のみ、医療体制の無い事業所での利用が入

所施設併設、医療体制の有る事業所の利用より

約1日多いという結果が出た。これは、地域に

よって医療体制が十分でなくてもその事業所以

外利用できる所がなく、日数多く利用されてい

ることが推測された。 

NICUの長期入院児は全国で毎年約200人発

生し、約30％が家庭へ退院、約20％が小児病

棟や施設に転棟、約20％が死亡退院し、残り

の約30％、約60人の受け入れ先が必要である

と報告されている(1,2,3)。今回、改めて通園事
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業利用者に周産期障害に基づいた重度の脳障害

に伴う多くの重度障害児・者の存在を確認した

が、今後もNICU卒業生が通園事業や短期入所

を利用することは増加することは間違いないと

考えられる。また、NICU卒業生には、気管切

開、人工呼吸器、酸素投与、経管栄養などの医

療的ケアを必要とすることが多いこと等も考え

合わせ、医療的な受け入れ体制の向上は当然の

こと、事業所でのスケジュールの中に利用者の

運動障害や知的障害に対するリハビリテーショ

ンへの配慮も必要である。 

キャリーオーバー児の問題について、歴史的

に重症児は成人になってからも小児科医がその

まま主治医として診てきたという経緯がある。

 その結果、成人になったので内科医を主治医

にと考えて紹介してもなかなか診てもらえず、

困ってしまう状況がずっと続いてきた。この問

題についての全国的な実態を知るために今回質

問に加えてみたが、やはり結果はある程度予測

されたものであった。現実に加齢に伴う問題な

ど内科専門医に診察を受けるべき状況が日常的

に起こっており、これまでの成人になっても小

児科医が診続けてきた及び診続けている状況を

出来るだけ早く改善すべきで、厚生労働省をは

じめとする行政機関や小児科・内科学会レベル

での検討が必要ではないかと考える。自立支援

法が提出された時に、成人なのに児童福祉法の

管轄というのは問題ではないかとの意見が強か

ったと聞いているが、児者一貫は重要であるも

のの、その時とは逆に、特に通所では、成人を

未だに小児科医が診ているという状況を良しと

するのか改めて問い直されているといえよう。 

 
Ｅ．結論 

重症児者通園事業における現時点の問題とし

て、事業所数及びその広さが利用者の受け入れ

に関して緊喫の問題であり、近い将来の問題と

しては、利用者及び家族の高齢化を加味した送

迎システムの確立が求められる。全国的に重症

心身障害児者の在宅支援のための通園事業の需

要は高まっており、通園施設増設という量的お

よび待遇や環境などの質的な発展のためには、

事業所間や行政との連携体制を強力にして様々

な社会資源を活用し知恵を出し合って様々な問

題を一つひとつ解決していくことが必要である。

 そして、各地域でのシステム化を図る上で、

通園利用対象者の障害程度の再取り決めと疫学

的なデータの集積が望ましい。また、現在は医

療的な対応が不要の利用者でも今後医療的な問

題を抱えてくる可能性を考えると、小児科医だ

けでなく内科医、行政を巻き込んでキャリーオ

ーバー児の問題の解決を図るべきである。 
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２－（4） 国立病院機構における重症心身障害児・者通所事業の実態調査（3年間） 
 

研究分担者  西間 三馨  国立病院機構福岡病院名誉院長 
研究協力者  中武孝二    同・療育指導室 療育指導室長 
       下川誠之  同・療育指導室 主任児童指導員  
       山下葉子  同・療育指導室 児童指導員 
       工藤麻由子 国立病院機構菊池病院 主任児童指導員 

 
  
 
 
 

 

 

Ａ．研究目的 

平成24年4月より重症心身障害児・者通園事

業は法定化され、6歳未満の利用者については

「児童発達支援」、就学児童は「放課後等デイ

サービス」、18歳以上の利用者については「障

害福祉サービス（障害者総合支援法に基づく

「生活介護」サービス）」となった。これらは

多機能型として一体的に実施することが出来、

児者一貫した支援が継続できることとなってい

る。 

本研究では、研究1年目（平成23年度）はNHO

福岡病院における通園利用者の実態及び収支状

況を調査し、新制度移行に向けての課題を明ら

かにした。2年目（平成24年度）は、1年目の調

査結果を基に調査項目を選定し、国立病院機構

における通所事業実施29施設を対象に、新制度

への移行状況や利用者の実態について調査した。

3年目は、これらに加え新制度移行後の運営面

に関する調査も行い、現在の課題と利用者ニー

ズを明らかにした。 

本稿では、2・3年目に実施した平成23年度

（新制度移行前）、24年度（移行初年度）と25

年度（移行2年目）の調査結果を更に比較分析

し、利用者のニーズに即したサービス提供の在

り方や、より安定した事業運営に向けての課題

を提言することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

国立病院機構通所事業実施 29 施設を対象に

実施した平成 23～25 年度 3 カ年の通所事業に

関する調査結果を比較分析した。調査項目は以 

下の 18 項目であり、項目 11～18 は、平成 25 

 

年度のみ調査した。 

1．一日の利用定員と利用時間 

2．職員数（各職種の人数と勤務形態） 

3．事業種別の利用登録者数 

4．利用者の年齢構成 

5．大島の分類 

6．準・超重症児者数、強度行動障害該当 

者数 

7．利用者の医療的ケアの状況（吸引、経 

鼻経管栄養、胃瘻、腸瘻、酸素吸入、気管 

切開、人工呼吸器） 

8．利用頻度 

9．送迎状況：施設送迎の有無と送迎実施施 

設における送迎加算の取得状況、利用者の 

通所手段（全利用者、準・超重症児者であ 

る利用者） 

10．平成 24 年度及び 25 年度 5 月、9 月利用 

状況：予定人数、利用者数、欠席人数、追 

加人数 

11．欠席時対応加算取得の有無 

12．家庭連携加算、訪問支援特別加算取得の

有無 

13．療育状況：療育時間、療育内容、療育 

に参加する職員の職種と人数 

14．新制度下で新たに始めたサービスの有無 

15．医療的ケアを要する利用者の受入れ制限

の有無 

16．利用予定表の作成にあたり、工夫や苦慮

している点について 

17．利用者増員のために行っていること 

18．通所事業の在り方についての提言 
 

研究要旨 
重症心身障害児・者通園事業について研究1年目はNHO福岡病院A型通園事業の実態を分析し、新

事業への課題を報告した。2年目以降、国立病院機構29施設を対象に、新制度移行前、移行初年
度、移行2年目の状況と利用者の実態を調査した。その結果、通所事業実施施設数に変化はなく、
利用登録者数は671～749名、60％以上が18歳以上で、約28％が準・超重症児者であった。 

今後の課題として、送迎ニーズへの対応や医療的ケアが必要な利用者の受入れが挙げられた。 



 

- 22 - 
 

Ｃ．研究結果 

調査回収率は100％であった。 

1．一日の利用定員と利用時間 

 一日の利用定員は、5～20名と施設間で差が

あった。平成24年度と25年度では、利用定員数

が変更となった施設が4施設あり、定員増が2施

設、減が2施設であったが、増減数は1名と大き

な変化はみられなかった。 

定員数は、平成24年度、25年度ともに5名の

施設が19施設（66％）と最も多く、次いで多か

ったのは15名の施設で5施設（17％）であった

（表1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用時間帯は、平成 24 年度、25 年度とも

9:30～15:30 の施設が最も多かったが、その数

は平成 25 年度に 7 から 10 施設に増えていた

（表 2）。 

 利用時間数は、5～9.5 時間と施設によって

差がみられた。平成 24 年度は 5時間と 6 時間

の施設が最も多く 8施設であったが、平成 25

年度は 6 時間の施設が 11 施設と最も多かった。

平成 24 年度に比して 25 年度は、利用時間 6時

間以上の施設が 15 施設から 19 施設に増加して

いた（表 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．職員数（各職種の人数と勤務形態） 

 職員数を表4、5、6に示した。医師の配置状

況は、平成23～25年度で全体として大きな変化

はなかった。また、殆どの施設で病棟等との兼

任であり、人数は0～10名と施設間で差がある

状況も変わっていなかった。 

看護師は全施設で配置されていた。専任で配

置されている施設は、平成23年度が9施設、24

年度が10施設、25年度が12施設と僅かであるが

年々増加していた。 

児童指導員は、専任で配置されている施設は

平成23年度が1施設、24年度が2施設、25年度が

4施設と年々増加していた。兼任又は非常勤の

みが配置されている施設は、平成23年度が13施

設、24年度が13施設、25年度が14施設と大きな

変化はなかった。 

保育士は、専任で配置されている施設が平成

23年度が11施設、24年度は12施設、25年度が10

施設と25年度は24年度から2施設減少していた。

兼任又は非常勤のみの配置は、平成23年度が16

施設、24年度、25年度ともに16施設で変化はな

かった。配置されていない施設は、平成23年度

は1施設あった。 

理学療法士は、専任で配置されている施設は

平成23年度、24年度が2施設、25年度が1施設と

大きな変化はなかった。兼任又は非常勤のみが

配置されている施設は、平成23年度が19施設、

24年度が22施設、25年度が17施設と24年度に3 

施設増加していたが25年度には5施設減少して

いた。一方、配置されていない施設は平成23年 

一日利用定員 平成24年度 平成25年度
5名 19 19
6名 1 0
7名 0 1
8名 0 1
9名 1 1
10名 1 1
12名 1 0
15名 5 5
20名 1 1

表１　一日利用定員

利用時間帯 平成24年度 平成25年度
8:00～17:30 1 0
8:30～17:30 0 1
9:00～15:00 0 1
9:00～15:30 1 1
9:00～16:00 2 3
9:30～15:00 2 2
9:30～15:15 1 0
9:30～15:20 1 0
9:30～15:30 7 10

9:30～16:00 3 2

9:30～16:30 0 1

9:45～15:00 0 1

9:45～15:30 0 1

10:00～15:00 6 2

10:00～15:30 2 4

10:00～16:00 1 0

10:30～15:30 2 0

表2　利用時間

利用時間 平成24年度 平成25年度
5時間 8 2

5.3時間 0 1
5.5時間 4 6
5.8時間 2 1
6時間 8 11

6.5時間 4 3
7時間 2 4
9時間 0 1

9.5時間 1 0

表３　利用時間数
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度が8施設、24年度は5施設、25年度11施設と24

年度に3施設減少していたが25年度には6施設増

加していた。 

作業療法士は、平成23～25年度で専任配置さ

れている施は1施設と変化はなかった。兼任又

は非常勤のみが配置されている施設は、平成23

年度が8施設、24年度、25年度が10施設で、24

年度から変化はなかった。配置されていない施

設は18施設と全く変化はなかった。 

業務技術員は、配置している施設が平成23年

度は3施設、24年度が4施設、25年度は6施設と

僅かであるが年々増加していた。しかし、勤務

形態は兼任または非常勤であり、配置されてい

ない施設の方が多かった。 

 サービス管理責任者は、専任で配置されてい

る施設は平成 23 年度が 1施設、24 年度が 5施

設、25 年度が 10 施設と年々増加していた。兼

任又は非常勤のみが配置されている施設は平成

23 年度が 3 施設、24 年度が 21 施設、25 年度

が 19 施設と、制度移行に伴い多くの施設で配

置されていたが、多くの施設がこの形態での配

置であった。    

児童発達支援管理責任者は、専任で配置され

ている施設が平成 23 年度は 0 施設、24 年度が

3施設、25 年度が 4施設であった。兼任又は非

常勤のみが配置されている施設は、平成 23 年

度が 1 施設、24 年度が 19 施設、25 年度が 20

施設と、サービス管理責任者の配置形態と同様

に、多くの施設がこの配置形態であった。 

  

3．事業種別の利用登録者数 

 利用登録者数は、平成 23 年度、24 年度、25

年度で、749 名、671 名、722 名であり、24 年

度に減少していたが、25 年度は増加していた。

事業種別でみると、児童発達支援では平成 24

年度が 81 名（12.1％）、25 年度は 79 名（10.9

％）で、大きな変化はなかった。生活介護では、

平成 24 年度が 426 名（63.5％）、25 年度は 428

名（59.3％）と、児童発達支援と同様に大きな

変化はなかった。一方、放課後等デイサービス

では、平成 24 年度が 164 名（24.4％）、25 年

度が 215 名（29.8％）と 51 名増加していた。

（表 7）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．利用者の年齢構成 

平成23年度、24年度、25年度の各年齢層にお

ける利用者数は、0～6歳がそれぞれ77名（10.3

％）、73名（10.9％）、81名（11.2％）、7～17歳

は、223名（29.8％）、172名（25.6％）、207名

（28.7％）、18～29 歳は、316名（42.2％）、29

5名（44.0％）、296名（41.0％）、30～39歳は、

111名（14.8％）、111名（16.5％）、114名（15.

8 ％）、40歳以上は、22名（2.9％）、20名（3.0

％）、24名（3.3％）であった。全ての年齢層で

利用者数は増加していたが、18歳以上が1～4名

の微増であったのに対し、0～6歳は8名、7～17

歳は35名増加しており、児童の増加が目立った 

（表8）。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ型 Ｂ型
児童

発達支援
放課後等

デイサービス 生活介護
児童

発達支援
放課後等

デイサービス 生活介護

人数 182 567 81 164 426 79 215 428
割合 24.3% 75.7% 12.1% 24.4% 63.5% 10.9% 29.8% 59.3%

平均人数 36.4 23.6 2.9 7.1 14.7 2.7 7.4 14.8

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表7　利用登録者数

0～6 7～17 18～29 30～39 40以上 0～6 7～17 18～29 30～39 40以上 0～6 7～17 18～29 30～39 40以上
人数 77 223 316 111 22 73 172 295 111 20 81 207 296 114 24
割合 10.3% 29.8% 42.2% 14.8% 2.9% 10.9% 25.6% 44.0% 16.5% 3.0% 11.2% 28.7% 41.0% 15.8% 3.3%

平均人数 2.7 7.7 10.9 3.8 0.8 2.5 5.9 10.2 3.8 0.7 2.8 7.1 10.2 3.9 0.9

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表8　利用者の年齢構成
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5．大島の分類 

大島の分類は、平成23年度、平成24年度、平

成25年度で、重症心身障害児者の定義である区

分Ⅰに属する利用者が614名（82.0％）、533名

（79.4％）、530名（73.4％）、動く重症児者で

ある区分Ⅱに属する利用者は、85名（11.3％）、 

84名（12.5％）、108名（15.0 ％）、重度肢体不 

自由児者である区分Ⅲに属する利用者が17名 

 

（2.3％）、21名（3.1％）、25名（3.5％）、中軽

度障害児者である区分Ⅳに属する利用者は、5

名（0.7％）、6名（0.9％）、13名（1.8％）とな

っている。 

区分Ⅰの割合は減少傾向だが、区分Ⅱ、区分

Ⅲ、区分Ⅳの割合は年々増加している（表9）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．準・超重症児者数、強度行動障害該当者

数 

平成23年度、24年度、25年度で、準超重症児

者は132名（17.6％）、114名（17.0％）、118名

（16.3％）、超重症児者は78名（10.4％）、73名

（10.9％）、85名（11.8％）、強度行動障害該当

者は39名（5.2％）、39名（5.8％）、45名（6.2

％）であった。準超重症児者は年々微減してい

たが、超重症児者と強度行動障害該当者の割合

は微増していた（表10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7．利用者の医療的ケアの状況 

平成23年度、平成24年度、平成25年度で吸引

が必要な利用者は184名（24.6％）、182名（27.

1％）、225名（31.2％）、経鼻経管栄養の利用者

は127名（17.0％）、135名（20.1％）、115名（1

5.9％）、胃瘻の利用者は、156名（20.8％）、15

0名（22.4％）、173名（24.0％）、腸瘻の利用者

は1名（0.1％）、1名（0.1％）、5名（0.7％）で

あった。また、酸素吸入をしている利用者は52

名（6.9％）、51名（7.6％）、52名（7.2％）、気

管切開をしている利用者は100名（13.4％）、10

1名（15.1％）、122名（16.9％）、人工呼吸器を

使用している利用者は39名（5.2％）、38名（5.

7％）、49名（6.8％）であった。吸引が必要な

利用者や胃瘻・腸瘻・気管切開・人工呼吸器を

している利用者の割合が年々増加傾向にあった

（表11）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明 区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 区分Ⅳ 不明
人数 614 85 17 5 28 533 84 21 6 27 530 108 25 13 46
割合 82.0% 11.3% 2.3% 0.7% 3.7% 79.4% 12.5% 3.1% 0.9% 4.0% 73.4% 15.0% 3.5% 1.8% 6.3%

区分Ⅰ（定義通り）；大島の分類1～4
区分Ⅱ（動く重症児・者）；大島の分類5・6・10・11・17・18
区分Ⅲ（重度肢体不自由児・者）；大島の分類8・9・15・16・24・25
区分Ⅳ（中軽度障害児・者）；大島の分類7・12・13・14・19・20・21・22・23

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表9　利用者の大島の分類

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

準超重症
児・者

超重症
児・者

強度行動
障害該当者

人数 132 78 39 114 73 39 118 85 45
割合 17.6% 10.4% 5.2% 17.0% 10.9% 5.8% 16.3% 11.8% 6.2%

平成23年度 平成24年度 平成25年度
表10　準・超重症児者数、強度行動障害該当者　



人数
割合

人数
割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．利用頻度

 利用頻度は、

が最も多く

期休み時（

は、週1回（

（23.5％）、週

は週１回（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引

人数 184
割合 24.6%

吸引

人数 225
割合 31.2%

．利用頻度 

利用頻度は、平成23

が最も多く、次いで週

期休み時（9.9％）の順

回（24.6％）が最も多く

）、週3回（10.6

週１回（29.6％）が最も多く、次いで

経鼻
経管栄養 胃瘻

127 156
17.0% 20.8%

経鼻
経管栄養 胃瘻

115 173
15.9% 24.0%

平成25年度

23年度は週2回

、次いで週1回（19.8％

％）の順であった。

）が最も多く、

10.6％）、平成

）が最も多く、次いで

胃瘻 腸瘻

156 1
20.8% 0.1%

胃瘻 腸瘻

173 5
24.0% 0.7%

平成25年度

平成23年度

回（21.9％）

％）、学校長

。平成24年度

、次いで週2回

平成25年度で

）が最も多く、次いで週2回

酸素
吸入

気管
切開

52 100
6.9% 13.4%

酸素
吸入

気管
切開

52 122
7.2% 16.9%

表11　医療的ケアの状況
平成23年度
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）

学校長

年度

回

で

回 

 

（

あった。

度、

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が

で

た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送迎加算の取得施設

実施

17

実施

施設は

 

 

 

 

 

人工
呼吸器 吸引

39 182
5.2% 27.1%

人工
呼吸器

49
6.8%

表11　医療的ケアの状況
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19.5％）、学校長期休み時（

あった。週1回以上の利用が平成

度、25年度でそれぞれ

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が

で9.9％、8.8

た（図1・2・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9．送迎状況

1）送迎の有無

 平成 24 年度

送迎加算の取得施設

実施施設は 12

17 施設で全体の

実施 12 施設のうち、送迎加算を取得している

施設は 4施設であった

 

 

 

 

 

送迎加算
とっている

4

吸引
経鼻

経管栄養

182 135
27.1% 20.1%

表11　医療的ケアの状況

）、学校長期休み時（

回以上の利用が平成

年度でそれぞれ56.3

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

期休み時の利用が平成23

8.8％、18.6％と

・3）。 

．送迎状況 

）送迎の有無と送迎加算の取得状況

年度と 25 年度で、

送迎加算の取得施設数に

12 施設で全体の

施設で全体の 58.6％であっ

施設のうち、送迎加算を取得している

施設であった（表

送迎加算
とっている

送迎加算
とっていない

4 8

送迎実施

表12 送迎の有無

胃瘻 腸瘻

150 1
22.4% 0.1%

平成24年度

）、学校長期休み時（18.6

回以上の利用が平成23年度、

56.3％、66％、

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

23年度、24年度、

％と25年度に急増してい

と送迎加算の取得状況

年度で、送迎実施

数に変化はなかった。

施設で全体の 41.4％、未実施は

％であった。

施設のうち、送迎加算を取得している

（表 12）。 

送迎加算
とっていない

8 17

送迎
未実施

表12 送迎の有無

腸瘻
酸素
吸入

気管
切開

51 101
0.1% 7.6% 15.1%

平成24年度

18.6％）の順で

年度、24年

％、64.7％と

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

年度、25年度

年度に急増してい

と送迎加算の取得状況 

送迎実施施設数と

変化はなかった。送迎

％、未実施は

。また、送迎

施設のうち、送迎加算を取得している

17

送迎
未実施

気管
切開

人工
呼吸器

101 38
15.1% 5.7%

％）の順で

％と

利用者の半数以上を占めていた。また、学校長

年度

年度に急増してい

と

送迎

％、未実施は

また、送迎

施設のうち、送迎加算を取得している

呼吸器



 

 

2）通所手段

 利用者の通所手段は、

用車のみが最も多く

両のみは、

ぞれ6.5％、

一方、施設車両＋自家用車

9.9％と年々減少していた

準・超重症児者の通所手段は、

度で自家用車のみが

をみると、

が平成23年度、

％、65.8％、

いた。同様に施設車両のみの割合も

％、8.9％と

8、9）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）通所手段 

利用者の通所手段は、

用車のみが最も多く65

は、平成23年度、

％、8.6％、13

施設車両＋自家用車

年々減少していた

準・超重症児者の通所手段は、

自家用車のみが最も多かった。年別の推移

をみると、自家用車のみでの通所利用者の割合

年度、24年度、

％、69.0％と

同様に施設車両のみの割合も

％と25年度になり増加していた

利用者の通所手段は、平成23～

65～68％であった

年度、24年度、

13.1％と年々増加していた

施設車両＋自家用車は、15.8

年々減少していた（図4、

準・超重症児者の通所手段は、

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

年度、25年度でそれぞれ

％と、25年度になり

同様に施設車両のみの割合も

年度になり増加していた

～25年度で自家

であった。施設車

年度、25年度でそれ

年々増加していた

15.8％、11.2

、5、6）。 

準・超重症児者の通所手段は、平成23～25年

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

年度でそれぞれ66.7

年度になり増加して

同様に施設車両のみの割合も3.3％、4.3

年度になり増加していた（図7、
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自家

施設車

年度でそれ

年々増加していた。

11.2％、

年

最も多かった。年別の推移

のみでの通所利用者の割合

66.7

増加して

4.3

、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



準・超重症児者が

準・超重症児者が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．利用状況

平成 24 年

況について表

 全29施設のうち、

・者が対象の

者数が平成

日平均利用者数は

名、月平均出席率は

88.3％、月欠席

度が16.5名、

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a ；施設車両のみ
b ；自家用車のみ
c ；タクシー（費用を自己負担）のみ
d ；施設車両＋自家用車
e ；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
f ；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
g ；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
h ；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
i ；自家用車＋他の居宅介護事業者
ｊ ；その他

寝たきり全体

準・超重症児者が
20％以上

準・超重症児者が
20％未満
動く重心

利用状況 

年度及び 25

ついて表 13、14 に示した。

施設のうち、寝たきり

・者が対象の27施設では

者数が平成24年度は6.

日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

月欠席者平均

名、月代替人数

；施設車両のみ
；自家用車のみ
；タクシー（費用を自己負担）のみ
；施設車両＋自家用車
；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用予定者数

5月 9月

6.1 6.0

準・超重症児者が
6.8 6.6

準・超重症児者が 3.7 4.4

4.7 5.1

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

25 年度 5 月、

に示した。 

寝たきりの重症心身障害児

施設では、一日の平均利用予定

6.1名、25年度が

年度が5.3名、

24年度が87.3

平均は24年度が

代替人数平均は24

；タクシー（費用を自己負担）のみ
；施設車両＋自家用車
；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用予定者数

9月 平均

6.0 6.1

6.6 6.7

4.4 4.1

5.1 4.9

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

月、9 月の利用状

 

の重症心身障害児

一日の平均利用予定

年度が6.2名、

名、25年度は5.5

7.3％、25年度が

年度が17.2名、25年

24年度が1.8名

；自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋タクシー（費用を自己負担）
；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）
；自家用車＋学校から徒歩（車椅子）
；自家用車＋他の居宅介護事業者

一日平均利用者数

5月 9月

5.3 5 .3

5 .7 5 .8

3 .4 4 .0

4 .5 5 .0

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数
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状

の重症心身障害児

一日の平均利用予定

名、一

5.5

年度が

年

名、

25

％以上を占める施設と

く重症心身障害児

平成

り、

これら

者が

が

均利用者数は

月平均出席率は

％、

20.2

年度が

平均利用予定者数が平成

度が

25

％、

8.5

度が

定者数が平成

一日平均利用者数は

5.5

度が

もに

年度が

重症児者が

未

順に高くなっていた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

；施設車両＋自家用車＋タクシー（費用を自己負担）

一日平均利用者数

平均 5月

5.3 86 .3%

5 .8 83 .5%

3 .7 93 .5%

4 .8 96 .0%

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

25年度が2.3名

全29施設を

％以上を占める施設と

く重症心身障害児

平成24年度はそれぞれ

り、25年度は

これら3群における利用状況は、

者が20％以上の施設

が平成24年度は

均利用者数は

月平均出席率は

％、月欠席者

20.2名、月代替人数

年度が2.6名であった。

準・超重症児者が

平均利用予定者数が平成

度が4.3名、一日平均利用者数は

25年度が4.0名、

％、25年度が

8.5名、25年度が

度が0.7名、25

動く重症児

定者数が平成

一日平均利用者数は

5.5名、月平均出席率は

度が98.8％、

もに3.3名、月

年度が1.5名であった

出席率は、

重症児者が利用者

未満の施設、動く重症心身障害児

順に高くなっていた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 9月

86.3% 87 .7% 87 .3%

83 .5% 87 .2% 85 .8%

93 .5% 89 .8% 91 .4%

96 .0% 97 .4% 97 .0%

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

名であった。

施設を準・超重症児者が

％以上を占める施設と20

く重症心身障害児・者の施設の

年度はそれぞれ20

年度は19施設、8施設、

群における利用状況は、

％以上の施設では

年度は6.7名、25

均利用者数は24年度が5.

月平均出席率は24年度が

者平均は24年度が

代替人数平均

であった。 

準・超重症児者が20％未満の施設では、一日

平均利用予定者数が平成

一日平均利用者数は

名、月平均出席率は

が92.6％、月

年度が7.8名、

25年度が1.8

動く重症児・者の施設

定者数が平成24年度が4.9

一日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

、月欠席者平均

月代替人数平均

名であった。 

出席率は、平成24年度

利用者全体の

施設、動く重症心身障害児

順に高くなっていた。 

平均 5月

87.3% 19.0

85 .8% 23.0

91 .4% 7.6

97 .0% 4.0

表13　平成２４年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

一日平均出席率

。   

準・超重症児者が利用者全体の

20％未満の施設、

者の施設の3群に分け

20施設、7施設、

施設、2施設であった。

群における利用状況は、準・超重症児

では一日平均利用予定者数

25年度は7.0

5.8名、25年度が

年度が85.8％、25

年度が20.4名、

平均は24年度が

 

％未満の施設では、一日

平均利用予定者数が平成24年度は4.1

一日平均利用者数は24年度が

月平均出席率は24

月欠席者平均

名、月代替人数

1.8名であった

者の施設では、一日

4.9名、25年度は

年度が4.8名、

24年度が97.0

者平均は24年度、

平均は24年度が

 

年度、25年度ともに

全体の20％以上の施設、

施設、動く重症心身障害児・者の施設の

 

9月 平均

15.5 17 .2

17.7 20 .4

9.3 8.5

2.5 3.3

欠席数

利用者全体の20

施設、また動

群に分けると

施設、2施設あ

施設であった。

準・超重症児

平均利用予定者数

7.0名、一日平

年度が6.1名、

25年度が86.5

名、25年度が

年度が2.3名、25

％未満の施設では、一日

4.1名、25年

年度が3.7名、

24年度が91.4

平均は24年度が

代替人数平均は24年

であった。 

では、一日平均利用予

年度は5.6名、

名、25年度が

97.0％、25年

年度、25年度と

年度が0名、25

年度ともに準・超

％以上の施設、20％

・者の施設の

5月 9月

1.8 1.9

1.9 2.6

1.3 0.0

0.0 0.0

代替(追加）人数

20

動

ると、

施設あ

施設であった。

準・超重症児

平均利用予定者数

一日平

名、

86.5

年度が

25

％未満の施設では、一日

年

名、

91.4

年度が

年

平均利用予

名、

年度が

年

年度と

25

準・超

％

・者の施設の

平均

1.8

2 .3

0 .7

0 .0

代替(追加）人数
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11．欠席時対応加算取得の有無 

 欠席時対応加算を取得している施設は19施設、

取得していない施設は10施設であった。取得し

ていない10施設中、2施設は今後取得予定であ

った。 

 

12．家庭連携加算、訪問支援特別加算取得の

有無 

 家庭連携加算を取得している施設はなく、今

後取得を考えている施設は2施設であった。 

 

13．療育状況 

 療育時間は60～300分と施設間で差がみられ

た。120分の施設が最も多く8施設、次いで90分

が7施設、60分が4 施設であった。（表15）。 

療育内容については、スヌーズレン、散歩、

音楽療育、感覚療育、制作、季節行事の他に、

プール、運動、ゲーム、遠足、清掃、外出など

を行っている施設もあった。 

平均療育時間は、準・超重症児者が利用者全

体の20％以上の施設では115分、20％未満の施

設では101分、動く重症心身障害児・者の施設

では85分であった。 

療育に参加する職員の職種は、保育士や看護

師の他に、業務技術員や児童指導員、療養介助

員や運転手、ヘルパー、理学療法士が参加して

いる施設があった。人数については、2～14名

と施設間で差が見られたが、3名の施設が最も

多く8施設、次いで2名と4名の施設が6施設であ

った。各施設の利用者数を考慮しなければなら

ないが、職員の療育参加人数の平均は、準・超

重症児者が20％以上の施設では4.7名、20％未

満の施設では、3.6名、動く重症心身障害児・

者の施設では、4.5名であった。職種別の平均

では、保育士は、準・超重症児者が20％以上の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設で2.0名、20％未満の施設で1.6名、動く重

症心身障害児・者の施設で3.5名であった。看

護師は、準・超重症児者が20％以上の施設で

2.3名、20％未満の施設で1.1名、動く重症心身

障害児・者の施設で1.0名であった。 

以上のことから、療育参加する職員の人数は、

準・超重症児者が20％以上の施設、動く重症心

身障害児・者の施設、20％未満の施設の順に多

かった。参加職員の職種では、保育士の参加は

動く重症心身障害児・者の施設、準・超重症児

者が20％以上の施設、20％未満の施設の順に、

看護師の参加は、準・超重症児者が20％以上の

施設、20％未満の施設、動く重症心身障害児・

者の施設の順に多かった（表16、17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均 5月 9月 平均
寝たきり全体 6.0 6 .3 6.2 5 .3 5 .6 5 .5 88 .4 88.1 88 .3 17 16 16 .5 2.4 2 .4 2 .3
準・超重症児が
20％以上 6.8 7 .1 7 .0 5 .9 6 .2 6 .1 86 .5 86.4 86 .5 20 .6 19.7 20 .2 2.8 2 .6 2 .6

準・超重症児が
20％未満 4.2 4 .5 4 .3 3 .9 4 .1 4 .0 93.0 92.1 92 .6 8 .3 7 .3 7 .8 1 .5 2 .0 1 .8

動く重心 5.5 5 .7 5.6 5 .5 5 .6 5 .5 99 .2 98.5 98 .8 1 .5 5 .0 3 .3 0 .0 3 .0 1 .5

一日平均利用予定者数 一日平均利用者数 月平均出席率 欠席数 追加人数
表14　平成２５年度医療度別の利用者数、出席率、欠席数、追加人数

療育時間(分） 参加人数 保育士 看護師

全体 109 4.4 2 1 .8

準・超重症児が
20％以上 115 4.7 2 2 .3

準・超重症児が
20％未満 101 3.6 1 .6 1 .1

動く重心 85 4.5 3.5 1

表17　療育時間、参加人数

表15　療育時間 表16　療育参加人数

平均時間 施設数
療育参加
人数 施設数

60分 4 2 6

70分 1 3 8

75分 2 4 6
80分 1 5 3
90分 7 7 3
105分 1 8 1
120分 8 10 1
150分 3 14 1
180分 1
300分 1
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14．新制度下で新たに始めたサービスの有 

無 

 新たなサービスを始めた施設は3施設のみで、

2施設が放課後等デイサービス、1施設が入浴で

あった。 

15．医療的ケアを要する利用者の受入れ制限 

の有無 

 準・超重症児者を受け入れている22施設のう 

ち、受入れ人数や利用日数に制限等の対応をし 

ている施設は 14 施設あり、希望通りに受入れ

が出来ている施設は 7 施設であった。また、職

員数を増やして対応している施設が 1 施設あっ

た（表 18）。 

 

 

 

 

 

16．利用予定表の作成にあたり、工夫や苦慮

している点 

 工夫している点としては、欠席者がでること 

を事前に見越して定員を上回る利用予定を組ん 

でいる施設があった。また、動く重症心身障害 

児・者の通所では、それぞれの利用者の行動特 

性を考慮して利用者の組み合わせを決める等の 

工夫が行われていた。 

一方、苦慮している点としては、放課後等デ

イサービスを実施している施設において、学校

長期休暇中の利用予定表の作成が挙げられ、学

齢児の利用希望に応えるため、生活介護や児童

発達支援の利用者の利用回数を長期休暇中のみ

減らして対応している施設が3施設あった。ま

た、体調不良等で欠席があった場合に、追加代

替の利用者の確保を難しく感じている施設が3 

施設あった。 

  

17．利用者増員のために行っていること 

 特別支援学校に案内し、実習や見学の受け入

れを行っている施設が11施設あった。また、行

政や施設、相談支援事業所などの関係諸機関と

情報交換を行い、案内を配布している施設が9

施設あった。その他、家族の意向調査やアンケ

ートを行っている施設も2施設あった。 

 

18．通所事業の在り方についての提言 

 各１施設ではあるが、以下のような意見があ

った。 

送迎面について、送迎加算や通所サービス利

用促進事業だけでは新たに自施設送迎を始める

ことは困難である、医療的なケアの高い人の送

迎を実施していけるように送迎加算の引き上げ

を希望する、小規模事業所に自施設送迎を求め

るのではなく、公的サービスとして第三者事業

所が送迎を行うような仕組みを構築する必要が

ある、であった。 

 経営面については、補助事業の時は何とか対

応できたが、平成24年度から収入面で厳しくな

り、施設が努力して利用者を増加させると単価

が下がることに違和感がある、一体的事業なの

に年齢によって報酬単価が異なるのはどうか、

動けるがゆえに障害程度区分が低く出やすく、

収入が激減している、であった。 

 医療度の高い利用者の受入れについては、受

け入れ可能な事業所が少ないため、報酬や制度

面での見直しが求められる。医療ケアが必要な

利用者を受け入れるためには、常勤看護師が不

可欠であるが、数が少なく対応が難しい、であ

った。 

 その他では、相談支援事業所や他の事業所と

の連携が不可欠であるが十分にできていない、

動く重症心身障害児・者の通所では、通所で行

動が落ち着いた利用者には移行支援を行い、そ

の代わりに行動障害で困っている利用者を受け

入れている、児童の利用者と成人の利用者が一

緒に過ごすメリットはあるが、発達レベルや生

活年齢を考えた時、別々に療育を設定する場も

あればより充実したサービスが提供できるので

はないか、という意見があった。 

 

Ｄ．考察 

本稿では、通所事業に関して法制化前、法制

化初年度及び2年目の動向をまとめた。 

利用定員については、平成24年度と25年度で

変更していた施設が4施設みられた。新制度で

は利用実績が施設への収入に直結するため、1

年間の利用状況を鑑みて定員を増減したと考え

られた。しかし、本調査では実際の利用者数を

調査していないため、今後は実際の利用者数と

いない 希望通り 調整 職員数増
7 7 14 1

表18　医療ケアの高い人の受入れの対応
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の比較も必要である。 

利用時間は、平成24年度では、5時間、6時間

が最も多く8施設ずつであったのに対し、25年

度は6時間が最も多く11施設、次に5.5時間が多

く6施設であった。25年度は、5時間の施設が僅

か2施設となっており、利用者のニーズに合わ

せて利用時間を延長したのではないかと考えら

れた。 

職員数については、平成23年度、24年度、25

年度で看護師が専任で配置されている施設数は

9施設、10施設、12施設と僅かであるが増加し

ていた。同様に、指導員の専任配置の施設数も

1施設、2施設、4施設と増加傾向にあった。一

方、保育士の専任配置の施設は12施設、11施設、

10施設と僅かであるが減少していた。これらの

ことから、看護師を専任配置する施設が増えた

のは医療的ケアが必要な利用者に対応するため

であり、指導員の専任配置が増えたのは利用者

の確保や他の福祉事業所との調整のためと考え

られた。 

利用登録者については、平成23年度が749名、

24年度が671名、25年度が722名と、24年度に一

時減少したが25年度には増加していた。平成24

年度と25年度の各サービスの利用状況をみると、

児童発達支援はそれぞれ12.1％、10.9％、生活

介護は63.5％、59.3％と両サービスともに25年

度に減少していた一方、放課後等デイサービス

は24.4％、29.8％と25年度に増加していた。ま

た、利用者の年齢構成についても、７～17歳の

割合が平成24年度、25年度で25.6％、28.7％と

増加していた。これらのことから、学齢児にと

って通所事業は、長期休暇中に家庭の他に過ご

す場としてニーズが高まってきていると考えら

れた。 

大島の分類は、平成23年度、24年度、25年度

で区分Ⅰが82.0％、79.4％、73.4％と減少傾向

にあったが、区分Ⅱ、区分Ⅲ、区分Ⅳは、やや

増加傾向にあった。法制化により、経営的観点

から利用者確保の重要性が高まる中、より多様

な状態像を示す利用者の受入れが進んでいると

考えられた。 

利用者に占める準・超重症児者及び強度行動

障害該当者の割合では、平成23年度、24年度、

25年度で準超重症児者は17.6％、17.0％、16.3

％と微減していたが、超重症児者は10.4％、10.

9％、11.8％と微増していた。また、強度行動

障害該当者は、5.2％、5.8％、6.2％と増加し

ていた。これらのことから、医療的ケアが必要

な利用者や行動障害がある利用者は、看護師等

の医療スタッフや医療設備が十分に整っていな

い他の施設では受入れが難しい状況が背景にあ

ると考えられた。特に、吸引・胃瘻・腸瘻・気

管切開・人工呼吸器をしている利用者が増加し

ていたことは、これらの医療的ケアを必要とす

る利用者が通所できる事業所が少ないことを示

していると考えられ、今後の大きな課題といえ

る。 

利用頻度は、平成23年度、24年度、25年度で

週１回利用が19.8％、24.6％、29.6％と増加し

れおり、週1・2回の利用が全体の約50％を占め

ていた。また、学校の長期休暇中の利用が9.9

％、8.8％、18.6％と25年度に増加していた。

この結果は、前述した放課後等デイサービスの

利用者が増加したことと繋がる。利用者の中に

は、他の通所事業と併用して利用している者が

多数いると考えられるため、今後は併用状況等

を調査し、在宅の重症心身障害児・者が求める

サービスの内容や量等を更に検討していく必要

があると考える。 

通所手段については、平成23年度、24年度、

25年度とも自家用車のみの利用者の割合が最も

多く65～68％であった。これは、旧B型通園事

業に送迎が義務化されていなかったことから、

法制化前に旧B型通園を実施していた施設の多

くに送迎体制が整っていないことが一因と考え

られた。 

送迎を実施している施設は、平成24年度、25

年度ともに12施設で増減はなかった。施設車両

のみでの通所者は、6.5％、8.6％、13.1％と増

加していた一方、施設車両＋自家用車での通所

者は15.8％、11.2％、9.9％と減少していた。

 このことから、送迎実施12施設は送迎車両や

送迎に同乗する職員をやりくりし、利用者から

のニーズに応えるべく努力していると考えられ

た。 

準・超重症児者の通所手段は、平成23年度、

24年度、25年度とも自家用車のみが最も多かっ

た。年毎の推移をみると、自家用車のみの割合
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は66.7％、65.8％、69.0％と25年度になり増加

していた。施設車両のみの割合も、3.3％、4.3

％、8.9％と25年度になり増加していた。だが、

23年度と24年度の調査で、通所手段不明の割合

が18％、20％であったのに対し、25年度は5％

と減少していたことから、単に25年度に自家用

車や施設車両による通所者の割合が増えたとは

言い難い。しかし、自家用車のみでの通所者が

多い現状は変わっておらず、送迎面での家族の

負担は依然として大きいと考えられる。現在、

送迎未実施の施設は17施設あるが、送迎加算や

通所サービス利用促進事業だけは新たに自施設

送迎を始めることは困難との意見があったこと

から、準・超重症児・者の利用者の送迎が更に

促進されるように送迎加算の引き上げや、準・

超重症児でもニーズに応じて利用ができる送迎

サービスの構築が急務であるといえる。 

利用状況は、5月、9月と2ヶ月のみの調査で、

利用定員も施設間で異なっているため一概には

言えないが、一日平均利用者数は5.3名から5.5

名と横ばい状態であった。欠席率は、平成24年

度、25年度ともに準・超重症児者が20％以上の

施設、20％未満の施設、動く重症心身障害児・

者の施設の順に高かった。このことは、準・超

重症児者は体調を崩しやすい等の特性から、事

前に通所の予定をしていても当日に急に欠席に

なる可能性が非準・超重症児者よりも高く、準

・超重症児者を多く受入れることは、施設にと

って経営的にリスクがあると考えられた。この

リスクを回避するためにも、欠席時対応加算の

取得は不可欠であるが、現状は約65％の施設し

か取得していなかった。加算は94単位と低いが、

取得していく必要があるのと同時に、準・超重

症児者の受入れに対しての加算設定が強く望ま

れる。 

 療育については、療育時間が 60～300 分と施

設間で差があった。また、療育参加職員の人数

も 2～14 名と施設によって差があった。各施設

における利用定員数を考慮しなければならない

が、準・超重症児者が 20％以上の施設では療

育参加職員数が 4.7 名で、そのうち保育士が

2.0 名、看護師が 2.3 名であった。準・超重症

児者が 20％未満の施設では、療育参加人数が

3.6 名、うち保育士が 1.6 名、看護師が 1.1 名

であり、動く重症心身障害児者の施設では、療

育参加人数が 4.5 名、うち保育士が 3.5 名、看

護師が 1.0 名であった。準・超重症児者が 20

％以上の施設で看護師の参加人数が多かったこ

とは、準・超重症児者は療育中も医療的ケアを

必要とするため、看護師が療育に参加しなけれ

ば療育実施が困難であることを示していると考

えられた。また、動く重症心身障害児・者の施

設で保育士の参加人数が多かったことは、行動

障害への対応のため職員の数は必要であるが、

利用者に医療的なケアを必要とする者が少ない

ことが理由と考えられた。今後は、保育士・看

護師・業務技術員などの職種の人数の比率によ

って提供するサービスに違いがあるか検討して

いきたい。 

新制度下で新たに始めたサービスについては、

放課後等デイサービスを始めた施設が 2 施設、

入浴を開始した施設が 1 施設あった。経営面の

問題もあり、利用者の要望に沿ったサービスの

充実を行うことに困難を呈していると考えられ

る。 

医療的ケアが必要な利用者の受入れについて

は、準・超重症児者を受入れている 22 施設の

うち、人数や日数の制限をしながら利用の調整

をしている施設が 14 施設、利用者の希望通り

に受入れている施設が 7 施設、その都度職員を

増やして対応している施設が 1 施設あった。施

設側には、利用者のニーズに沿い、希望通りの

回数や曜日で受け入れたいという思いはあるが、

職員数等の体制の問題のため、実際の受け入れ

は困難である現状が窺えた。 

利用者増員のための取り組みについては、特

別支援学校や行政等の関係機関に自施設の通所

事業の案内をする等、何らかの取り組みをして

いる施設が 20 施設あった。法定化により、補

助事業から利用人数に対しての報酬に変わった

ため、安定した経営には一定の利用者の確保が

必要となる。今後は、利用者確保のために各施

設で行っている取り組みやノウハウを施設間で

共有していくことが必要と考えられる。 

 

Ｅ．結論 

平成 23 年度、24 年度、25 年度と通所事業に

関する調査を行った。実施施設は 29 施設と変



 

- 35 - 
 

わらず、利用登録者数は 671～749 名、60％以

上が 18 歳以上で、約 28％が準・超重症児者で

あった。今後の課題としては、送迎ニーズへの

対応や医療的ケアが必要な利用者の受入れの問

題が挙げられ、これらは施設の経営上の問題と

も関係することから、通所事業における準・超

重症児加算の設定や送迎加算、欠席対応加算等

の引き上げが望まれる。                                  
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２－（2） 重症心身障害児者の日中活動支援事業所における業務の 

タイムスタディ 

 

研究分担者  松葉佐 正  熊本大学医学部付属病院 重症心身障がい学寄付講座 

              特任教授 

 

研究要旨 

重症心身障害児者の日中活動支援事業所（旧重症心身障害児者通園事業所）における職

員の業務のタイムスタディを通して、重症児者の日中活動支援の様子を誌上に再現した。

また、昨年までの調査結果をもとに、日本の各地域の経済状態を加味した、より正確な人

件費を算出した。 

重症児の通園においては、様々な職種の中で、看護師による、医療ケア以外のケアに重

要性が感じられた。また、1 日 13 名が利用する事業所の 1 日の人件費は、150，203 円で

あった。同じ規模の事業所での１年間の人件費は、36，048，888 円と算出された。この数

字を１日 15 名に換算すると、年間の人件費は、4，160 万円となった。 

 

Ａ．はじめに 

重症心身障害児者（以下、重症児者）の

入所施設（医療型障害児入所施設と療養介

護施設。以下、入所施設）は 40 年以上の歴

史を持ち、ずっと日本における重症児医

療・療育の中心であった。近年、入所施設

の総合的なレベルは向上し、入所者の生命

予後は向上したが、反面、重症の入所者が

増え、新規入所は困難となっている。 

一方、NICU・小児科病棟における重症

児の発生は増加し、中でも多大の医療ケア

を要する超重症児の発生も年々増加してい

るが、入所施設への入所は困難で、直接ま

たは中間施設を経て在宅へ移行する重症児

はもとより、超重症児の数も年々増加して

いる。 

重症児者の在宅生活に必須の要素は、通

園、短期入所、訪問看護であると言われる。 

今回、重症児者の通園の実情を知り、在宅

重症児者の環境をより良いものにするため

に、入所施設に併設された児童発達支援セ

ンター・生活介護事業所（旧 A 型重症児通

園）において、職員の業務のタイムスタデ

ィを行った。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）対象：対象はくまもと芦北療育医療

センターの児童発達支援センター・生活介

護事業所の職員 11 名（看護師３名、児童指

導員３名、療育員１名、保育士２名、理学

療法士１名、看護補助者１名）であった。

調査期間中に延べ 29 名が業務に従事した

（表１）。 

（２）方法：2008 年 2 月 26（火），27（水），

28 日（木）の 3 日間、8 時 30 分から 17 時

30 分まで、各職員に 1 人ずつ記録者がつい

て、毎正分ごとの業務内容を調査表（表２）

に記載した。利用者は 25 名（男性 16 名，

女性 9 名，平均年齢 26.2 歳（5 歳~61 歳）

で、超重症児スコア 25 以上が 2 名，10~24

が 5 名であった（表３）。記録した業務を業

務コード１）（表４）に変換し、EXCEL
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（Microsoft）に入力して、職員ごとに各業

務の時間や業務数を求めた。また、利用者

ごとのデータに変換し、受けたケアの時間

を求めた。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）職員の業務：2 職種（看護補助者と

看護師）の業務。 

看護補助者（職員 ID1）のある 1 日の業

務の一部を表 5-1，2 に示す。 利用者の送

迎車に同乗した後、多くの利用者のケアを

行った。表にみるように、朝の会では共通

業務を行いながら個別の支援を行った。

10:11 から昼休みをはさんで 13:08 までの

業務を再現した。一様に共通業務が多い。 

看護師（職員 ID16）のある 1 日の業務の

一部を表 6-1，2 に示す。医療行為を要する

利用者のケアを多く行った。表にみるよう

に、利用者 9（糖尿病）に対してインスリ

ン注射を行い、利用者 19 に吸引や気管カニ

ューレ挿入を行い、おやつ介助も行って、

利用者 9 の血糖値測定を行った。また、送

迎車に同乗した。 

（２）職種ごとの業務時間 

表 7 に、各利用者に対する職種ごとの業

務時間を示した。看護補助者が 384 分と最

も長く、保育士が 341 分、看護師 326 分で

続いていた。 

（３）業務コードごとの業務数 

表 8 に、各職員の業務数を，業務コード

ごとに示した。医療ケア（コード C：治療・

健康管理業務）をみると、看護師（ID6，7，

9，15，16，25，26）が圧倒的に多かった。

感染予防（コード C16）は他の職種でも行

われていた。非医療ケア（コード B：専門

的生活介助業務）をみると、多くの職種で

行われており、看護師も同じように行って

いた。社会参加支援（コード D）も看護師

を含めて、多くの職種で行われていた。多

くの職員に実行されている業務は、D16（送

迎：894 回）、B46（コミュニケーション：

568 回）、D2（集団レクリエーション：524

回）、D6（個別レクリエーション：430 回）、

B49（その他の見守り：419 回）であった。 

表 9 に、職種別の職員 1 人の業務数を示

した。業務数では、看護師が 320 回と圧倒

的に多かった。次に看護補助者が 205 回で

続いていた。 

（４）通園事業所の人件費 

通園事業の人件費を求めるために、全国

3 カ所の、重症児者対象の通園を行ってい

る施設（医療型障害児入所施設･療養介護施

設）に依頼して、通園事業所に勤務する職

種の年収のデータを得た。これをもとに、1

分あたりの人件費を求めた（表 10）。看護

師、児童指導員、療育員、理学療法士、保

育士、看護補助者（介護福祉士）の 1 分あ

たりの人件費はそれぞれ、43.1，30.2，25.3，

39.1，32.2，33.4 円であった（表 10）。こ

のデータを元に、各職種の人件費を求めた

（表 11）。通園の 1 利用日の人件費は、62，

929 円と算出された。共通業務のコストを

表 12 に示した、1 利用日の共通業務の人件

費は、87，274 円と算出された。これらを

合わせて、1 年間の勤務日数（240 日）から

得られた年間の人件費は、36，048，888

円であった。 

 

Ｄ．考察 

タイムスタディによって、通園事業での

業務を再現できた。データが膨大であるた

め、多くの職員の業務を直接示すことはで

きなかったが、全体の様子は知ることがで

きた。すべての職種が通園に必要欠くこと

ができないものであった。それは表 8 の全

職員の業務数が物語っている。また、看護

師が、医療ケアのみならず、一般業務も行

っていることを改めて認識できた。これは、

医療を要する多様な集団を対象にする、重

症児者の通園事業のタイムスタディを行っ
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てわかった新たな発見であった。表 6 の看

護師のように、インスリン注射や気管カニ

ューレ挿入などの純粋な医療ケアに加えて、

おむつ交換やおやつ介助、散歩などの介助

を行うことで、利用者のかすかな変化を感

じ取ることができ、そのことが利用者の健

康維持に大きく貢献していると思われる。 

今回、通園事業の人件費を算出すること

ができた。このことは、通園事業の安定的

な維持のために有意義であると思われる。 

近年、重症児の通園に医療的に重度の利用

者が増加している。タイムスタディを行っ

た事業所でも、調査の直後に、3 名の医療

的に軽度の利用者が利用を中止し、代わり 

に超重症児が利用を開始した。本研究は、1

分スタディによるタイムスタディのデータ

を元に行った。国内はもとより、国外でも

これほどの細密な研究は見いだせない。重

症児の通園を始めとする在宅支援策の参考

として有用であると思われる。 

 

Ｅ．参考文献 

１）全国身体障害者施設協議会介護保険対

応事業専門委員会「身体障害者療護施設『タ

イムスタディ調査』最終報告書」，2005 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 10 20

2 11 21

3 12 22

4 13 23

5 14 24

6 15 25

7 16 26

8 19 29

9

17 27

18 28

　F （ＰＴ）

　Ft （児童指導員）

　　表1．事業所職員のプロフィール

　B （児童指導員）

　K （保育士）

　S （看護師）

　Y （看護師）

　Fk （保育士）

　I （看護師）

ID 氏名（職種）

　O （看護補助者）

　H （児童指導員）

　M （療育員）
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追加事項・
特記事項

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

記録者（　　　　　　　）

声かけ

　3日間、8：30～17：30の間、記録者がストップウォッチを手に、職員の業務を毎正分ご
とに記録した。1分間に複数の業務を行った場合は、その都度記録した。タイムスタディ
終了後、職員が業務を業務コードに直した。

直接
介護

　　表2．タイムスタディ　調査票

（　）月（　）日，（　）時，勤務区分（送迎、居残り），対象職員（　　），職種（看護師，看護補助者，療育員，保育士、PT）、No.（ 　）

分

毎　正　分　の　業　務　内　容

業務内容 利用者名

補助チェック
業務コード 利用者ID

利用者名／
業務内容見守り
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ID
年齢

(2008.4)
性 病名 大島分類

超重症児
スコア

医療度

1 24 F 脳性麻痺（頭蓋内出血） 5 0 0

2 40 F 精神遅滞・運動発達遅滞 10 5 1

3 49 M 脳性麻痺 10 0 7

4 6 M 脳性麻痺 1 11 20

5 23 M 脳性麻痺 1 13 12

6 44 M 精神遅滞・糖尿病 11 5 7

7 37 F ダウン症候群 12 0 2

8 22 M 精神遅滞・てんかん 2 5 7

9 37 M ダウン症候群・糖尿病 12 0 2

10 19 F 染色体異常 10 0 1

11 19 M 脳性麻痺 6 0 1

12 8 M 筋緊張性ジストロフィー 2 24 13

13 52 M 脳性麻痺 16 8 7

14 62 F 脳性麻痺 4 8 1

15 52 M 脳性麻痺 9 8 2

16 10 M ダンディーウォーカー症候群 1 11 7

17 18 M 脳性麻痺 7 0 0

18 43 F 脳性麻痺 4 0 0

19 20 M 脳性麻痺 1 27 12

20 33 M 精神遅滞・てんかん 5 5 8

21 13 F アーノルドキアリ奇形 1 5 6

22 8 M 先天性水頭症 5 5 3

23 10 F 染色体異常 5 0 1

24 21 M 脳性麻痺・てんかん 1 27 12

25 12 F 脳性麻痺・てんかん 1 22 7

　平均　27.28歳 (6－62歳)。　ID-12とID-20の利用者は欠席。

　　表３．日中活動支援事業所の利用者（調査期間中の利用予定者）
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表４．主要な業務コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  項目が4つあるものは、①事前準備、②実施、③片付け、④その他

 項目が3つあるものは、順に、①見守り、②声かけ、③直接介助

 項目が２つあるものは、順に、①準備・片付け、②実施

 D16：サービス利用のための送迎

 F：その他の業務

 F2：休憩・食事

 E：地域生活支援業務

 F1：清掃・会議

 B42：物品整理

 B45・46：コミュニケーション

 B49：その他の見守り

 B50：その他

 B40：寝具・リネン

 B36・37・38：環境整備

 B33・34・35：代理行為

 C：治療・健康管理業務

 C1：投薬

 C2・3：痰の吸引

 C4・5：経管栄養

 B18・19・20：移動

 C8・9：処置

 C10：検査・測定

 D：社会参加支援業務

 D5・6・7・8：レクリエーション（個別）

 D1・2・3・4：レクリエーション（集団）

 C11：院内診療介助・援助

 C14：補液

 C16：感染予防

 C20：訓練等（セラピストによらない）

 B4・5・6：更衣

 B7：入浴

 A：相談支援・ケアマネジメント業務

 A4：職員間の連絡

 A7：ケア時間の記録

 A8：個別支援計画作成

 B：専門的生活介助業務

　

 B1・2・3：清潔・整容

 B41：洗濯

 B21・22・23：体位・姿勢保持

 B30・31・32：測定

 B8：排泄

 B9・10・11：食事

 B12・13・14：起居・体位交換

 B15・16・17：移乗
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職員
ID

コード 業務内容 対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

1 B46 10:11 0.5 2.0

1 D16 10:12 0.5 2.0

1 B46 10:12 0.5 2.0

1 D16 10:13 0.5 2.0

1 B46 10:13 0.5 2.0

1 D16 10:14 0.3

1 D16 10:15 0.3

1 D16 10:16 0.3

1 D16 通園センター到着 10:17 1 1.0

1 10:18 0.5

1 10:19 0.5

1 B23 クッションへ介助 10:20 1 1.0

1 10:21 1 1.0

1 ２ 10:22 1 1.0

1 10:23 0.3

1 10:24 0.3

1 10:25 0.3

1 10:26 0.3

1 10:27 0.3

1 10:28 0.3

1 10:29 0.3

1 10:30 0.3

1 10:31 0.3

1 10:32 0.3

1 A4 朝の会（申し送りを 読む）連絡帳、リーダー 共通 10:33 1 1.0

1 ４ 10:34 1 1.0

1 ８ 10:35 1 1.0

1 １３ 10:36 1 1.0

1 １４ 10:37 1 1.0

1 ２ 10:38 1 1.0

1 ３ 10:39 1 1.0

1 ６ 10:40 1 1.0

1 １ 10:41 1 1.0

1 10:42 0.2

1 １４ 10:43 2 0.5

1 ２ 10:44 1 1.0

1 １４ 10:47 2 0.5

1 ７ 10:48 2 0.5

1 ８ 10:49 1 1.0

1 ３ 10:50 1 1.0

1 １ 10:51 1 1.0

1 １３ 10:52 2 0.5

1 ７ 10:53 2 0.5

1 ９ 10:54 1 1.0

1 ６ 10:57 1 1.0

1 １３ 10:58 2 0.5

1 10:59 0.2

1 11:00 0.1

1 １ 11:01 3 0.3

1 ７ 11:02 1 1.0

1 ６ 11:03 2 0.5

1 ９ 11:04 3 0.3

1 １ 11:05 3 0.3

D2

B20

B32

D2

D6

D6

利用者対応

８

2

利用者対応（バイタルチェック）

４ 4

　　表５－１．看護補助者の業務記録（一部）

通園センターへ
共通

3

朝の会

共通 3

１ 3

朝の会（申し送りを読む）

朝の会（カードを使って）

共通 6

共通
total

7



- 43 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

職員
ID

コード 業務内容 対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

1 ３ 11:06 3 0.3

1 １４ 11:07 2 0.5

1 ９ 11:08 3 0.3

1 ３ 11:09 3 0.3

1 11:10 0.1

1 ６ 11:11 2 0.5

1 １４ 11:13 2 0.5

1 ９ 11:14 3 0.3

1 ３ 11:15 3 0.3

1 １ 11:18 3 0.3

1 11:20 0.1

1 11:21 0.1

1 11:29 0.1

1 11:30 0.0

1 12:29 0.0

1 共通 12:30 0.3

1 共通 12:32 0.3

1 12:33 0.5

1 12:34 0.5

1 12:35 0.3

1 12:36 0.3

1 12:37 0.3

1 12:38 0.3

1 B46 利用者対応 １ 12:39 1 1.0

1 12:40 0.3

1 12:41 0.3

1 12:42 0.3

1 12:43 0.3

1 12:44 1 1.0

1 12:45 0.3

1 12:46 0.3

1 12:47 0.3

1 B41 共通 12:48 1 1.0

1 ９ 12:49 1 1.0

1 ６ 12:50 1 1.0

1 共通 12:51 1 1.0

1 12:52 0.2

1 12:53 0.2

1 12:54 0.2

1 12:55 0.2

1 12:56 0.2

1 12:57 0.2

1 12:58 0.5

1 12:59 0.5

1 13:00 0.7

1 13:01 0.7

1 13:01 0.1

1 13:02 0.1

1 13:03 0.1

1 13:04 0.1

1 13:05 0.1

1 13:06 0.1

1 13:07 0.1

1 13:08 0.1

４

　　表５－２．看護補助者の業務記録（一部）

朝の会（カードを使って） 共通 7

昼食準備 共通 9

昼休み 共通 60

昼食かたづけ 3

D2

利用者対応(はみがき)

２ 4

昼食かたづけ
共通 4

2

利用者トイレ介助

誕生会準備 共通
total
9.5

誕生会準備 共通 6

排泄チェック 共通 2

ディスカッション 共通 1.5

４
利用者対応　おむつがえ 3

タオルたたみ

B11

F2

B11

B3

B8

A4

D1

B8

B11

B8

B49

D1
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職員
ID

コード 業務内容 対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

16 C9 インスリン ９ 13:02 1 1

16 C8 片付け 13:03 1 1.0

16 13:04 1 1.0

16 ９ 13:05 1 1

16 13:06 1 1

16 吸引 13:06 1 1

16 観察 13:07 1 1

16 吸引 13:07 1 1

16 13:08 0.5

16 13:09 0.5

16 共通 13:10 1 1.0

16 ２３ 13:11 1 1

16 13:12 0.5 2.0

16 A7 記録 13:12 0.5 2.0

16 13:13 0.5

16 13:14 0.5

16 13:15 0.5

16 13:16 0.5

16 B46 観察　玩具遊び 13:17 1 1

16 13:18 1 1

16 13:19 0.3

16 13:20 0.3

16 13:21 0.3

16 ７ 13:22 1 1

16 共通 13:23 (4) 0.3

16 B8 観察　排泄介助 １ 13:24 1 1

16 13:25 0.2

16 13:26 0.2

16 13:27 0.2

16 13:28 0.2

16 13:29 0.2

16 13:30 0.2

16 13:31 0.2

16 13:32 0.2

16 13:33 0.2

16 13:34 0.2

16 13:35 0.04

16 13:51 0.04

16 13:52 0.04

16 13:59 0.04

16 14:00 0.25

16 14:03 0.25

16 B32 バイタルチェック 14:04 1 1

16 14:05 0.5

16 14:06 0.5

16 B49 観察 共通 14:07 1 1.0

16 14:08 0.25

16 14:09 0.25

16 14:10 0.25

16 14:11 0.25

16 ３ 14:12 1 1

16 14:13 0.3

16 14:14 0.3

16 14:15 0.3

　　表６－１．看護師の業務記録（一部）

共通

B49

C9 １９

B49
７ 2

観察

観察

B32

共通

B49 観察 2

検温

１

２２

B49 観察
共通

2B17 観察　車椅子移乗

B49 観察 共通

4

D1 活動準備 共通

B49 観察
共通

5

5

散歩

D6 ブランコ

A7 記録 共通

D15

25

4

3

4

2

６

３

午後の活動（散歩、買い物）
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職員
ID

コード 業務内容 対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

対象者 時間 仕事時間
1分間の
業務数

16 14:16 0.3

16 14:17 0.3

16 14:18 0.25

16 14:19 0.25

16 C8 流動準備 共通 14:20 1 1

16 共通 14:21 2 0.5

16 14:22 0.3

16 14:23 0.3

16 14:24 0.3

16 ６ 14:25 1 1.0

16 共通 14:26 2 0.5

16 １９ 14:27 1 1.0

16 14:28 0.5

16 14:29 0.5

16 14:30 0.2

16 14:31 0.2

16 14:32 0.2

16 14:33 0.2

16 14:34 0.2

16 C8 片付け 共通 14:35 1 1

16 14:36 0.2

16 14:37 0.2

16 14:38 0.2

16 14:39 0.2

16 14:40 0.2

16 14:41 0.2

16 14:42 0.25
16 14:43 0.25

16 14:44 0.25

16 14:45 0.25

16 14:46 0.25

16 14:47 0.25

16 14:48 0.25

16 14:49 0.25

16 14:50 0.5

16 14:51 0.5

16 C10 片付け 共通 14:52 1 1

16 14:53 0.7

16 14:54 0.7

16 F1 電話対応 共通 14:54 0.5 2

16 14:55 0.3

16 14:56 0.3

16 14:57 0.3

16 14:58 0.5

16 14:59 0.5

16 15:00 0.2

16 15:01 0.2

16 15:02 0.2

16 15:03 0.2

16 15:04 0.2

16 15:05 0.1

16 15:06 0.1

16 15:07 0.1

16 15:08 0.1

16 15:09 0.1

16 15:10 0.1

C10

B49

C11

B45

B20

C9

C9

B8

C4

B50

血糖値測定 ９

観察（紙しばい） 共通

2

1.5

流動片付け 4共通

4送迎準備 共通

2

5

6オムツ交換 １９

１９

医療処置（カニューレ挿入） １９

吸引

　表６－２．看護師の業務記録（一部）

共通

共通

オヤツ介助

２２

オヤツ準備 4

3

B11

B11

１９送迎準備（乗り込み）

外来診察

２３

帰りの会

共通

2

5

12
total

3
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利用者ＩＤ 看護師 児童指導員 療育員 理学療法士 保育士 看護補助者 合計

１ 22.4 41.7 22.8 - 44.6 44.0 175.4
２ 52.7 32.5 4.0 13.0 39.0 14.0 155.2
３ 29.0 33.3 9.7 0.3 15.3 9.3 97.0
４ 61.8 69.5 27.5 - 36.5 8.3 203.5
５ 54.3 54.0 31.5 36.0 74.8 48.8 299.3
６ 48.2 55.0 2.7 - 9.3 7.0 122.2
７ 16.7 3.0 2.5 - 4.7 6.0 32.8
８ 1.0 19.0 3.5 - 52.5 25.5 101.5
９ 22.1 36.0 1.3 - 2.8 4.3 66.6

１０ 26.0 7.0 2.0 - 28.0 1.0 64.0
１１ 19.0 24.0 1.0 - 21.5 47.0 112.5
１３ 29.4 9.0 31.0 13.0 44.0 5.0 131.4
１４ 32.3 45.5 20.0 - 32.5 12.5 142.8
１５ 1.0 46.0 21.0 - 2.0 60.0 130.0
１６ 93.0 0.5 - - 6.0 - 99.5
１７ - 26.0 7.0 10.0 1.0 7.0 51.0
１８ 2.0 33.5 3.0 - 95.3 28.0 161.8
１９ 95.7 75.0 8.0 7.0 71.0 6.0 262.7
２０ - 15.0 - - - - 15.0
２１ 59.0 62.5 19.0 23.0 17.0 45.0 225.5
２２ 70.3 76.0 10.0 31.0 32.0 - 219.3
２３ 14.0 9.5 - 30.0 42.0 - 95.5
２４ 157.0 21.0 11.0 55.0 11.0 6.0 261.0
２５ 73.5 7.0 30.0 - 1.0 - 111.5

合計 980.2 801.5 268.5 218.3 683.8 384.7 3337.0

職員数 3 3 1 1 2 1

職員1人あたり
の業務時間
（分／日）

326.7 267.2 268.5 218.3 341.9 384.7

　　表７．利用者に対する職種ごとのケア時間（直接業務：分／日）
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計
A3 1 1 2 2 2 12 2 3 1 5 1 2 3 37
A4 43 4 2 7 45 34 116 15 1 1 4 2 6 12 18 1 3 1 7 9 1 2 1 9 344
A5 1 1
A6 1 4 1 2 8
A7 19 2 8 14 10 39 8 9 2 3 6 14 3 9 5 6 4 5 5 5 8 1 5 4 29 3 2 9 8 245
A8 16 3 1 3 23
A10 2 2
B1 4 4
B2 1 1 1 3
B3 1 3 2 5 3 12 3 6 3 3 4 5 4 1 9 6 13 83
B6 1 4 4 2 2 2 2 2 5 1 1 6 32
B8 4 2 2 18 8 8 9 3 6 5 5 9 7 2 5 4 4 8 12 6 5 6 5 4 5 1 3 8 164
B9 5 1 2 1 9
B10 11 7 18
B11 5 10 13 5 14 19 50 32 6 9 2 3 12 9 10 7 8 5 11 16 4 11 11 8 9 15 2 5 13 324
B14 2 1 32 35
B15 1 2 2 1 1 7
B16 1 2 2 5
B17 7 14 20 1 10 17 1 9 6 3 12 12 7 4 3 11 6 8 10 13 11 9 6 6 6 26 4 242
B18 1 4 2 1 8
B19 1 1 2
B20 4 6 5 6 8 20 1 5 6 3 3 9 2 7 4 2 6 12 5 12 10 8 7 7 3 4 165
B23 1 1 5 2 1 1 4 1 1 3 2 2 3 4 3 1 1 1 8 9 6 60
B26 1 1 1 1 4
B30 6 6 12
B31 3 3
B32 3 1 6 12 10 2 1 1 9 5 15 4 5 1 1 6 9 1 5 97
B34 1 1
B35 1 1
B38 1 1 1 1 1 2 7
B40 3 2 1 2 1 1 2 12
B41 4 1 2 1 1 1 1 1 12
B42 1 1 2 2 1 2 1 10
B45 4 53 12 12 2 3 1 20 4 2 32 2 19 14 6 4 64 131 14 1 1 401
B46 45 11 31 15 44 19 86 2 6 55 2 44 34 2 40 3 13 6 15 20 3 35 12 25 568
B47 2 2
B48 2 2
B 49 2 2
B49 9 10 4 43 2 1 18 1 1 2 33 3 43 14 15 1 9 42 4 30 114 1 12 7 419
B50 5 1 1 1 9 1 1 7 1 3 5 3 3 8 6 1 1 6 7 3 4 77
C1 7 7
C2 1 2 7 10
C3 1 1 8 10
C4 2 3 2 4 11
C5 3 1 1 6 11
C8 2 1 1 4 9 5 2 24
C9 18 11 2 10 14 11 66
C10 1 2 2 4 1 10
C11 1 1 1 3
C16 3 1 4 15 7 1 2 2 3 3 3 1 5 3 15 6 1 75
C17 4 14 18
C20 1 1 1 3
D1 5 3 4 4 1 24 13 2 1 1 1 3 1 2 7 2 2 1 7 22 3 5 17 131
D2 54 10 35 19 15 44 28 94 2 9 42 19 5 26 3 4 2 10 3 4 10 62 17 3 3 1 524
D3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 13
D5 1 1 3 2 2 1 2 1 5 6 1 1 5 31
D6 37 3 35 78 8 3 56 7 11 6 5 14 6 31 21 1 14 6 14 17 14 2 5 14 14 8 430
D7 1 1
D14 18 4 20 2 1 2 10 57
D15 4 4
D16 44 13 36 40 36 36 25 64 25 24 16 1 62 39 21 16 35 3 26 33 136 22 126 15 894
D19 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 22
D20 33 14 1 7 55
D45 7 7
D49 1 1
F1 12 4 5 3 8 9 1 14 4 12 3 9 6 17 1 4 14 4 4 4 4 21 3 4 170
F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,039

F

合計

コード

　　表８．職員の業務数

A

B

C

D
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職種 勤務日数 総業務数 1人あたりの1日の業務数

看護師 7 2242 320.3

指導員 8 1422 177.8

療育員 3 545 181.7

PT 2 75 37.5

保育士 6 1142 190.3

看護補助者 3 615 205.0

合計 29

　　表９．職種別の1人の業務数

 

職種 事業所 年収
ラスパイレス指数

２０１１年
修正年収

年間240日、1日8時間勤
務とした時の人件費

看護師 事業所１ 5,388,839 94.2 5,720,635.9

事業所２ 4,911,737 95.1 5,164,812.8

事業所３ 3,697,607 92.4 4,001,739.2

平均 4,962,396.0 43.1円／分

児童指導員 事業所１ 3,575,160 94.2 3,795,286.6

事業所２ 2,745,917 95.1 2,887,399.6

事業所３ 3,477,976 92.4 3,764,043.3

平均 3,482,243.2 30.2円／分

療育員 事業所１ 2,745,917 94.2 2,914,986.2 25.3円／分

理学療法士 事業所１ 1,855,000 94.2

事業所２ 3,868,985 95.1 4,068,333.3

事業所３ 4566314 92.4 4,941,898.3

平均 4,505,115.8 39.1円／分

保育士 事業所２ 3,778,152 95.1 3,972,820.2

事業所３ 3,189,441 92.4 3,451,776.0

平均 3,712,298.1 32.2円／分

介護福祉士 事業所２ 4,204,775 95.1 4,421,424.8

看護補助者 事業所３ 3,031,413 92.4 3,280,750.0

平均 3,851,087.4 33.4円／分

　　表１０．事業所ごとの各職種の年収
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職種 看護師  看護補助者 指導員 保育士 療育員 PT 合計

 共通（分／日） 598.2 257.0 1,033.8 568.7 97.7 23.2 2,555.3

 コスト（円／日） 25,781.0 8,583.8 31,221.8 18,311.1 2,471.0 905.8 87,274.4

通園の人件費＝150,203.7 円×240（勤務日数）＝ 36,048,888.0 円／年

　　表12．共通業務のコスト（利用者13名）

　　62,929.3（直接業務） + 87,274.4（共通業務） = 150,203.7 円／日

　　共通業務として　87,274.4 円／日　
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２－（6） 重症心身障害児者通園の有り方に関する研究： 

通園欠席の分析と地域における適切な通園事業所の配置モデル試作の試み 

及び全国の事業所への収支に関するアンケート調査結果  

 
研究分担者  水戸 敬  にこにこハウス医療福祉センター 

 

 

研究分担者  水戸 敬   にこにこハウス医療福祉センター 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ．研究目的 

重症児者通園における利用者の欠席は報酬が

実績払いになってから益々運営上無視できない

状況になっている。そこで、季節性を考えて５

月、９月、１月の各１ヵ月での欠席率、欠席予

告の時期、欠席理由について前方視的に検討を

行い、欠席の実態と対策の検討を行った。また、

これまで重症児者通園事業の目指すべき具体的

な目標の一つとして、“どれ位の人口・地域面

積当たりに通園事業所が１ヵ所必要なのか”の

答えを得ることがあったが、今回、その一環と

して、兵庫県下における実態をアンケート調査

して、その結果を検討した。そして、平成24年

に通園事業が法制化されるまでの重症児通園事

業は人件費が嵩むことを主因として、基本的に

赤字体質であった。そこで、法制化によって重

症児者通園事業の収支がどう変化したかを調べ

る目的で全国的なアンケート調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

 重症児者通園における利用者の欠席の実態を

知るために、平成24年５月、９月および平成2

5年１月における、通園利用予定人数、欠席数、

急な欠席（当日および前日に欠席の連絡があっ

た件数）と欠席理由について、重症児者通園施

行46施設にて前方視的に調査を行った。また、

重症児者通園より障害程度が軽い利用者を対象

にしている身体障害者・知的障害者用の通園事

研究要旨 

【１年目】重症心身障害児者（重症児者）通園における利用者の欠席は運営上無視できない状況

になっている。そこで、季節性を考えて５月、９月、１月の各１ヵ月での欠席率、欠席予告の時

期、欠席理由について前方視的に検討を行った。重症児者通園では、対照施設に比して欠席率が

高く、急な欠席より予定された欠席の頻度が多く、その理由としては短期入所利用、体調の回復

に時間を要することであった。この実態に即した運営面への行政からの配慮が望まれる。 

これまで重症児者通園事業の目指すべき具体的な目標を、“どれ位の人口・地域面積当たりに

通園事業所が１ヵ所必要なのかの答えを得る”に置き、目指してきた。今回、その一環として、

兵庫県下における実態を検討するために、神戸市内の６ヵ所、神戸市を除く兵庫県下の６ヵ所の

重症児者通園事業所にアンケート調査を行った。神戸市内は全市的にシステム化され、通園希望

の需要にほぼ応えていた。一方、神戸市以外の県下ではその地域の需要に応えている所、応えき

れていない所、事業所が無い所に分かれた。そこで、今回、神戸市に於ける現状（人口15000人

に一人の割、片道送迎１時間以内）を基準にして兵庫県下を14地域に分け、各地域での今後の対

応策について考察した。行政の協力を得ながら、各地域での通園システムを確立するべき時期に

来ていると思われる。 

【２年目】元来、収支的に難しいとされてきた重症児者通園事業が法制化によってその収支がど

う変化したかを調べる目的でアンケート調査を行った。様々な規模の事業所が存在し一概には言

えないが、３年前に行った調査結果と比較して黒字化していた事業所が増えていた。定員15－24

人規模の事業所では、高い利用率を維持して給付費5800万円を獲得し、職員数は11人（内、看護

職３人）が一つのモデルになると考えられた。定員数が25人以上の生活介護事業所では黒字の所

が多かったが、定員５－10人の事業所の運営に関しては更なる検討が必要である。 
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業所４ヵ所でも同様の調査を行い、χ２検定を

用いて有意差の有無を検討した。 

神戸市内の６ヵ所、神戸市を除く兵庫県下６

ヵ所の計12ヵ所の現行の重症児者通園施行事

業所にその地域の地図を送り、施設と利用者の

自宅を書き込んでもらい、その利用者の年齢や

医療度等のプロフィールや送迎の関連事項及び

カバーしている地域（郡・市レベル）等につい

てアンケート調査を行った。 

法制化後１年が経過した時点で全国301ヵ所

の事業所に、法制化前後の種別の推移を尋ねた

後、平成24年度の年間収支の結果をアンケー

ト調査し、３年前に行っていたアンケート調査

結果との比較検討を行った。 

 
Ｃ．研究結果 

欠席の調査では、調査対象46施設での欠席

率は５月18.4％、９月15.3％、１月21.2％と対

照施設の8.5％、12.0％、14.1％に比して各月

ともに優位水準0.1％の危険率で優位に高かっ

た。欠席者の内、急な欠席者の予定利用人数に

対する割合では、46施設での平均が6.3％、5.3

％、8.4％で、対照施設での5.1％、5.7％、7.1

％との間に大きな差は見られなかったが、欠席

者数と急な欠席者の割合は、34.4％、34.4％、

39.8％と59.7％、47.9％、50.3％と対照の身体

障害者・知的障害者用の通園事業所の方が各月

ともに優位水準0.1％の危険率で優位に高かっ

た。 

欠席の理由について、重症児者通園施設での

急な欠席では冬場の雪などの天候、体調不良、

送迎不可を含む家族の都合が多く、次いで他院

受診・入院が多かった。また、数日前から届出

のある欠席の理由として、短期入所が多く、通

院・入院、家族の都合が上位を占めた。 

一方、身体障害者・知的障害者用の通園施設

での急な欠席理由として、重症児者通園施設と

同じく、体調不良、家庭の都合が多かった。前

もっての予告欠席の理由では家族の都合、通院

が主で、短期入所、体調不良の理由は少なかっ

た。 

兵庫県下の易学調査では、神戸市内では全市

をカバーしている１ヵ所と夫々の地域を担当し

ている５ヵ所の事業所により市内どこに住まい

しても片道１時間以内で通園施設を利用できる

体制となっていた。一方、兵庫県下では人口が

多い西宮・尼崎地区（南摂津）、姫路地区（中

播磨）に旧のＡ型がそれぞれ１ヵ所（姫路地区

にはもう１事業所）がある。神戸と姫路に挟ま

れた東播磨地域は明石・加古川・高砂の人口の

多い沿岸部にではなく人口が多少疎な内陸部に

施行施設があるが５人定員の所に42人の登録

者があり、沿岸部から自家送迎での利用者が多

い。西播磨地域には相生に定員５人で登録13

人、北但馬地域には豊岡に定員10人登録12人

の施設がある。しかし、南但馬、播磨北部、丹

波、北摂津、淡路には通園施設の空白地域が存

在している。なお、西播磨の事業所の利用者1

3人中10人と南摂津の事業所の利用者の34人中

４人は小児（18才未満）であったが、それ以

外の利用者および神戸市の利用者全員は18才

以上であった。 

平成25年に行った全国301ヵ所の事業所への

アンケート調査の回答は136ヵ所の事業所から

得られた。回収率は45.2％であった。 

法制化前後の種別変化として、移行前の種別で

は重症児施設併設（45事業所）、生活介護

（知的障害者）施設併設（17事業所）、通園

単独事業（17事業所）が多く、移行はどの種

別も生活介護単独（上記３種別順に12、７、

７事業所）、生活介護と児童発達支援併設（同

じく６、２、２事業所）、さらに放課後等デイ

サービス加えた種別（同じく20、８、４事業

所）への移行が主であった。国立病院機構（1

1事業所）に生活介護単独への移行はなく、全

て小児と成人の双方に対応していた。全体とし

て、３分の１（41事業所）が生活介護単独の

成人対象の事業所で、５事業所が小児のみに対

応し、それ以外の90事業所は小児と成人とに

対応する種別を選択していた。 

平成24年度収支結果について、アンケート

結果で収支報告の記載があった112事業所での

収支結果で、収支（＋）だった事業所数は52

事業所、収支（－）だったのは54施設と半数

ずつに分かれた。収支が０との報告は６事業所

からあった。その結果と事業所規模の関係では、
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収支（＋）の事業所の方が収支（－）の事業所

よりも定員数（16.5人と12.0人）、登録者数

（27.1人と22.9人）、スタッフ数（8.4人と6.6

人）において規模が大きい傾向が見られた。さ

らに、定員数５－14人、15－24人、25人以上

の３グループに分けて収支（＋）と収支（－）

の事業所数を比べてみると、定員５－14人：

収支（＋）27事業所、収支（－）29事業所、

定員15－24人：それぞれ12と23事業所、定員2

5人以上では13と２事業所であった。 

法制化前後の種別変化について見てみると、

定員数５－14人では法制化前に重症児施設が

最も多く、知的障害者（生活介護）、知的障害

児、通園単独事業が続いたが、法制化後には圧

倒的に生活介護＋児童発達支援＋放課後等デイ

サービスへの移行が多かった。しかし、収支面

では（＋）も（－）も見られた。定員15－24

人では、法制化前は重症児施設が圧倒的に多く、

後に生活介護、生活介護＋児童発達支援＋放課

後等デイサービスへの移行が多かったが、ここ

でも収支面では（＋）（－）様々であった。定

員25人以上の事業所の種別は収支に関係なく

生活介護絡みの事業所ばかりであった。 

各事業所からの収支結果の原因として記載さ

れていたのは、法制化により“実績に比例した

収入”となったことから、利用者数を確保する

算段に力を注ぎ収支が改善したとする事業所が

目に付いた一方で、欠席が多く収入面が不安定

で改善が見られなかった、実績を上げるために

利用者を多く受け入れようとするとスタッフも

増やさねばならず人件費が掛かって収支面は悪

化したなどの記載があった。 

今回の結果と法制化前の平成22年度調査の

収支結果との比較検討を行った。上記したよう

に、昨年度の収支が収支（＋）だった事業所数

は52事業所、収支（－）だったのは54施設と

半数ずつに分かれた。収支（＋）と報告のあっ

た52事業所の中で旧Ａ型事業所は９事業所で

あった。３年前のデータでは、報告のあった1

43事業所の内、103事業所（72.0％）が収支

（－）で、逆に収支（＋）は約３割であった。

そして、当時15人が定員であったＡ型33事業

所の内、30事業所（90.9％）が収支（－）で

あった。ちなみに、旧制度でのＡ型通園事業と

定員５人のＢ型通園事業の基本的な委託費はそ

れぞれ3800万円と1600万円であったが、今回

の結果において、この運営資金がどうだったの

かと今回の収支（＋）、収支（－）との関係の

検討を行った。旧体制のＡ型に相当し今回収支

（＋）だった６事業所の給付費の平均は約580

0万円（6100～5600万円）であり、収支（－）

の４事業所の平均は約5000万円（5300～4300

万円）で、給付費額に差が見られた。一方、人

件費はそれぞれ約4400万円（5300～3000万

円）と約4500万円（5600～3800万円）であり

それ程大きな差は見られなかった。職員数の平

均は、収支（＋）の６事業所で11.4人（9.9～1

3.0人）（看護職2.8人（1.0～4.8人）、介護職

8.6人（5.1～10.3人））、収支（－）の４事業

所で10.3人（8.5～12.6人）（看護職3.2人（2.

0～4.9人）、介護職6.1人（4.0～7.0人））で

あった。Ｂ型に相当し今回収支（＋）だった1

2事業所と収支（－）の４事業所の給付費の平

均はともに約2300万円（3100～1800万円と27

00～1700万円）で大きな差は無かったが、人

件費に約1500万円（2100～900万円）と約220

0万円（3100～1700０万円）の差を認めた。職

員数の平均は、収支（＋）の12事業所で4.4人

（3.5～5.4人）（看護職1.6人（0.7～2.8人）、

介護職2.4人（1.0～3.1人））、収支（－）の

５事業所で4.3人（2.8～5.0人）（看護職1.3人

（0.7～2.0人）、介護職2.8人（1.0～4.0人））

であった。 

 
Ｄ．考察 

欠席の調査から、重症児者通園では欠席率が

他の通園事業に比して高いという結果を得た。

しかし、欠席率に差がみられたが、定員数に対

する急な欠席の割合には大きな差は無く、前も

って通知があった欠席の頻度に差がみられた。

その原因として、短期入所利用による欠席、体

調を壊すと回復に時間がかかるという重症児者

の特性が関係している理由が考えられた。通園

事業における利用者の欠席はしばしば見られ、

通園運営に少なからず影響をおよぼしている。

毎日定員を確保するために欠席を見越して定員
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を上回る数を予定したり、欠席が分かった時点

で代わりの利用者を探す等の努力は行われてき

た。しかし、定員を上回る数の全員が出席して

しまった場合には対応が難しくなる、利用日で

ない利用者に欠席の穴埋めをお願いしても既に

その日の予定が詰まっており、要請に応えて貰

えないことが多いなどの理由で対応に苦慮して

いる施設が多い。その結果、実績払い制度に変

わったことにより、事業所の運営が苦しくなっ

ている話を多くの事業所から聞いている。重症

児者通園事業所の無理の無い運営のためにこの

問題点について行政の配慮をお願いしたい。 

これまで重症児者通園事業の目指す所のスロ

ーガンとして、『全国どこに住まいしても、安

全・安楽に利用できる通園システムの確立』を

提唱し、具体的な目標の１つとして、“どれ位

の人口・地域面積当たりに通園事業所が１ヵ所

必要なのか”の答えを得ることを目指してきた。

 全国的な調査を試みたいが量的に莫大な検討

を行うことになったり夫々の地域ごとに色々な

問題を持っているとも考えられ、非常に難しい

研究になると思われる。そこで、日本の縮図で

あると言われている兵庫県における事情を検討

し、それを全国的に般化することによって今後

の通園事業の発展に寄与したいと考え、兵庫県

下の通園事業施行施設に送迎問題を中心にアン

ケート調査を行った。大島の分類１－４の重症

心身障害児者の頻度は人口1000人に0.3人とさ

れている。神戸市に当てはめれば463人居る筈

であり、神戸市を除く県下では1209人となる。

しかし、それぞれの人の実状については全く不

明であり、施設に入所していたり就学児や就学

前だったりして、在宅で通園事業を利用したい

と希望される人の数をこの数値を根拠に決めら

れず、更に必要な施設数や規模は到底求められ

ない。一方、行政の多くは手帳の発行をもって

障害のある方々を掴んでいる。そこで神戸市に

おける身体障害者手帳１級と療育手帳Ａの両方

を持っている人を調べてみると、18才以上の在

宅者の中で、訪問系サービスを受けておらず、

通所系サービスの対象となる人数は235人であ

った。しかし、この中には大島の分類１－４以

外の、より障害程度の軽い人も含まれると考え

られ、この数値をそのまま目標にして全員が利

用できる数の施設を用意するには問題が有ると

考えられる。かように根拠をもって適切と思わ

れる通所施設の利用者数を出すことは、在宅の

全障害児者の情報を集めない限り不可能と思わ

れる。しかし、情報収集は個人情報保護法の施

行後は行政でさえ簡単には出来なくなっている

状況である。ところで、これまで神戸市では重

症児通園の希望者が増えてくるとその度に施設

を作って対応してきた。今回神戸市内の６施設

について調査を行ったが、近々には２施設増え

て８施設で定員95人、登録100人の体制になる

予定である。すなわち、現時点での神戸市の通

園利用需要はおおよそ100人であるといえる。

また、神戸市ではこれまで重症児通園は18才以

上が対象であった。これらのことより、18才以

上対象の重症児者通園は人口154万人に対して1

00人、即ち15000人に１人の割で需要があると

想定できる。一方、神戸市の面積は552平方キ

ロメーターで、この広さだと１時間以内に施設

と利用者の住まいの間を移動できる。この２つ

（15000人と552平方キロメーター）を基準に神

戸市以外の兵庫県内を地区割りした試案を作成

してみた。現在、神戸市を除いた兵庫県下で、

通園事業所が地域内にあるのは５地域である。

その内、２地域は利用者数が定員を大きく上回

っており、新しい事業所を必要としていた。当

然、神戸市と５地域以外の通園事業所が無い地

域も多いが、通園事業を全くの白紙から開始す

ることはなかなか難しいと思われる。幸いなこ

とに兵庫県下には通園事業を行っていない重症

児者施設が４ヵ所ある。そこを拠点としたエリ

アとして新しく４地域を想定した。それでも４

地域が残されることになる。その内の２地域に

は新しいそれなりの規模の事業所を立ち上げな

いといけないが、山間部で人口が少なく、対象

者が数名と予測される２地域については医療的

に対応できる既存の生活介護施設や医療を付加

してもらっての通園施設で一人ずつでも対処し

てもらう方法が現実的かも知れない。この医療

的裏付けをどうするか等行政を巻き込んで進め

て行くしか無いと思われる。近年、一般病院の

中で療養介護病棟を運営する病院が出て来てお
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り、そこで重症児者向けの入所や通園事業を開

始してもらえることを期待したい。また、療養

通所介護施設の通園利用者の中に重症児者を混

ぜてもらえるようにして頂けないものかと考え

ている。今回検討した内容はあくまで１つの試

案であり、15000人に１人という比率の適正さ、

18才以上を対象とした試案であり小児を含めた

場合の実際、エリアの設定基準など多くの問題

点を残している。しかしながら、『全国どこに

住まいしても、安全・安楽に利用できる通園シ

ステムの確立』の実現に向かって、各市町村は

もちろんのこと兵庫県も含めた行政の協力を得

て、歩みを速めなければならない時期に来てい

ると考えている。 

法制化前までは委託事業であった重症児通園

事業は赤字体質であり、その原因は高額な人件

費であった。今回のアンケート調査結果と３年

前のデータを併せて検討すると、今回の結果か

ら収支（＋）と収支（－）の事業所の割合はほ

ぼ半々であり、新制度になって収支（＋）であ

った事業所数は３年前の約３割から５割へと増

えたことになる。それを更に旧体制での15人定

員だったＡ型と５人定員だったＢ型通園事業規

模において検討すると、新体制で15－24人規模

では収入が約5800万円では収支（＋）、約5000

万円では収支（－）で、人件費において大きな

差は無く、職員数は収支（＋）の方が多い位で

あった。収支（＋）の中でも、給付費や職員数

・看護職数に差は有り絶対的とは言えないが、

この規模の事業所では給付費5800万円、職員数

11人（看護師数３人）が安定運営をしていく一

つのモデルになるかもしれない。ただ、後述す

るが、利用者数の確保が絶対条件になると思わ

れる。一方、５－14人規模では収支（＋）事業

所と収支（－）事業所の給付費は双方とも平均

約2300万円と差はなかったが、人件費に約1500

万円と約2200万円と約700万円の差を認めた。

しかし、職員数は4.4人と4.3人（看護職数は1.

6人と1.3人）と大きな差は見られず、今回の人

件費の違いをどう説明すべきかさらに検討が必

要である。 

また、定員数面での収支を検討すると、定員

数５－14人規模では収支（＋）にも収支（－）

にもなり得る、定員15－24人規模では収支

（－）になり易く、転院25人以上では圧倒的に

収支（＋）になるとの結果であったが、その理

由については、より多くの、より詳しい資料を

基とする更なる検討が必要と思われた。 

以上のことに関連して、“新制度になってから

の問題点”として、欠席率の高い重症児者では

実績払いとなった新制度下では収入が不安定と

なり運営が難しいということであった。今回の

調査にて、それらの問題を持ちながらも給付費

を確保し収支（＋）を獲得している事業所があ

ることを示せたが、そうでない事業所は今回の

結果を踏まえて今後経営面が順調になるように

努力して頂ければと考える。 

 

Ｅ．結論 

 当所、重症児者通園では他の通園事業よりも

欠席率が高く、その内容として急な事情による

ことが多いのではないかと推測して調査を行っ

たが、確かに欠席率は高かったが、前もって予

定されていた短期入所利用とか一度体調を壊す

と回復に時間が掛かり長期欠席になることが主

な原因であった。明らかに高い欠席率に対して、

事業所の更なる努力も必要であるが、行政から

の何らかの配慮が望ましい。 

神戸市内の６ヵ所、神戸市を除く兵庫県下の

６ヵ所の重症児者通園事業所に行ったアンケー

ト調査の結果から、神戸市内は全市的にシステ

ム化され、18才以上の対象者の通園希望の現時

点の需要にほぼ応えていた。一方、神戸市以外

の県下ではその地域の需要に応えている所、応

えられていない所、事業者が無い所に分かれた。

そこで、今回、神戸市に於ける現状（人口1500

0人に一人の割り、片道送迎１時間以内）を基

準にして兵庫県下を14地域に分け、整備が出来

ていない地域には、既存の重症心身障害児者施

設、医療的に対応できる既存の生活介護施設、

医療を付加してもらっての通園事業所、一般病

院の中で療養介護病棟を運営する病院、療養通

所介護施設などの社会資源を出来るだけ活用し、

行政の更なる協力を得ながら、各地域での通園

システムを確立するべき時期に来ていると思わ

れる。 
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事業収支に関しては、法制化前に比して黒字

化していた事業所が増えていた。定員15－24人

規模の事業所では、高い利用率を維持して給付

費5800万円を獲得し、職員数は11人（内、看護

職３人）が一つのモデルになる。定員数が25人

以上の生活介護事業所では黒字の所が多かった

が、定員５－14人の事業所の運営に関しては更

なる検討が必要である。 
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２－（7） 岡山県の現状と重症児通園の必要箇所数 
 

研究代表者  末光 茂    川崎医療福祉大学 特任教授 

       研究協力者  村下 志保子 旭川児童院地域療育センター 副所長 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ａ．研究目的 

 障害者自立支援法が始まって５年が経過した。

相談支援を行っていく中で多くの重症児（者）

の家族から「サービスを利用したくても出来な

い。」「思うようなサービスがない」等の意見

があった。どのようなサービスを重症児（者）

家族が望んでいるのか、生活の実態はどうなっ

ているのか、重症児施設の役割は何かなどにつ

いて、全国の平均的な岡山県（人口200万人）

でアンケート調査をし、今後のサービスの改善、

構築を図ることを目的として実施した。 

 

Ｂ．研究結果 

(1)「障害者自立支援法」下での実態 

岡山県内には959人の重症児（者）が在住し

ている。そのうち施設入所は395人、在宅は564

人である。 

 平成23年度時点で在宅重症児者のうち211名

が重症児通園事業８ヶ所ならびに生活支援事業

所４ヶ所を利用している。人口200万人の県域

に８ヶ所の重症児通園事業があるのは全国的に

みると、高い水準といえる（図１・２）。 

 しかし、その岡山県でも３地域に空白地帯が

残っており（総社市・真庭市・美作市）、早急

な整備が求められる。（図３） 

 この岡山県をひとつの基準として考えると、

人口200万人あたり11ヶ所程度が必要となる。

さらにそれを全国に普遍すると、現在の300ヶ

所の約２倍の700ヶ所が必要だと推計されるこ

とになる。 

(2)いわゆる「つなぎ法」・「障害者総合支援

法」への移行後 

 いわゆる「つなぎ法」そして「障害者総合支

援法」に移行するなかで、重症児を受け入れる

「生活介護事業所」が新・増設されたことは喜

ばしいことである。（図４，表１）しかし重症

児にとって安心・安全でかつそれぞれにふさわ

しい療育の質の確保については課題を残してい

る。 

(3)10年後の予測 

将来重症児施設入所が減少し、在宅・地域生

活者が増え、10年後には約３万5,000人に達す

ると予想される。（引用文献(1)参照） 

 その際には全国1,000ヶ所程度の重症児者日

中活動支援事業所が必要と考えられる。 

 

【引用文献】 

(1)末光茂、制度改革と重症心身障害支援の今

後－公法人立重症児施設の立場から－、医療20

12.9；66(9)503－505. 

 

 

 

 

 

 

研究要旨 

岡山県（人口約200万人）での在宅重症児の家族へのアンケート調査（228名）を平成23年度

に実施したところ、重症児通園利用者は65％を占め、そこで希望する活動としては、リハビリ

が28％と最も高く、療育訓練、レクリエーション、創作活動などが続いていた。訪問看護の利

用は22％、居宅介護（ヘルパー）は28％にとどまったのに対し、短期入所は59％を占めた。 

岡山県の実態をもとに、身近なところでの重症児通園の全国への普及を目指すと、全国700ヶ

所程度が必要と推計された。さらに10年後の在宅・地域生活の増加を考えると、1,000ヶ所程度

が必要と考えられる。 
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図１ 在宅重症児の居住市町別の人数
（岡山県：人口約200万人）
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図２ 生活介護事業所で、重症児を対象にしている事業所
（岡山県：人口約200万人）
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図３ 重症児通園を利用されているケースの市町村別地図
（岡山県：人口約200万人）
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図４ 生活介護事業所で、重症児を対象にしている事業所
（岡山県：人口約200万人）

 



 

- 60 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 岡山県下の重症児者日中活動事業 （H26.1月現在)

重
症
児
通
園

施設名 定員（人）
児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

生活介護
放課後児
童
デイ

備 考

旭川児童院通園ｾﾝﾀｰ 20 ○ ○ ○

南岡山医療ｾﾝﾀｰ 15 ○ ○ ○

松山通園ｾﾝﾀｰ 5 ○ ○ ○

いんべ通園ｾﾝﾀｰ 5 ○ ○ ○

ひらた旭川荘通園ｾﾝﾀｰ 5 ○ ○ ○

ときわ通園ｾﾝﾀｰ 20 ○

ビイーハウス 5 ○ ○ ○

倉敷くすのき園 6 ○ ○ ○

すまいるハウス 5 ○ ○

真庭療育センター 5 ○ ○ ○ H26年4月開設

そ
の
他

瀬戸障害者ﾃﾞｲｾﾝﾀｰなずな 20 ○

すまいる， いちにのさん 34 ○

中山道ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 20 ○

ﾃﾞｲｾﾝﾀｰなずな玉柏 25 ○ H25年4月開設

すまいるⅡ 25 ○ H26年2月開設

土田の里 花音 8 ○ H25年7月開設
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２－（8） 国際学会での発表 

 

Ａ．IASSIDD第３回アジア・太平洋発達障害会議 シンポジウム 

 
 

2013 年 8 月 22 日、東京・早稲田大学で開催された IASSIDD 第３回アジア・太平洋発達障害会議

で２年間の研究成果を、末光らのコーディネーターのもと研究分担者３名がオーストラリアの発表者

とともにシンポジウム形式で発表した。その内容を掲載する。 

 

 

●コーディネーター 

  末光茂，Coleen Adams  

●シンポジスト 

      （1）長岡療育園園長 小西 徹 

     「A review of services to persons with severe motor and intellectual disabilities 

 in 5 daycare centers over 23 years」 

    （2）熊本大学医学部附属病院特任教授 松葉佐 正 

     「Time study on the care of individuals with severe motor and intellectual  

disabilities at a day-care center」 

     （3）にこにこハウス医療福祉センター施設長 水戸 敬 

     「Daycare services for children and adults with severe motor and intellectual 

 disabilities in Japan」 

   （4） Newcastle大学助教授 Michael Arther-Kelley 

           「Sustaining implementation: Design and delivery elements in two recent  

special education professional development initiatives for staff working with 
students who have complex needs」 
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(1) A review of services to persons with severe motor and intellectual disabilities in  
five day-care centers over 23 years 
 
Tohru KONISHI 1, Nobuyoshi MIYAZAKI 2 
1 Nagaoka Ryoikuen, Niigata, Japan; 2 Hisayama-Ryoikuen Center for SMID, Fukuoka,  
Japan 
 
Background  In Japan, day-care services for persons with severe motor and intellectual  
disabilities (SMID) were established in 5 centers in 1990.  We reviewed the experiences  
of these 5 centers since their inception. 
Method  A total of 782 persons with SMID attended the 5 day-care service centers over  
the 23-year period.  We reviewed data including the severity of their disabilities, their me
dical care requirements, the age at which they entered and left the center. 
Results  672 individuals (86.8%) had markedly severe disabilities with Oshima’s scores of
 1-4.  183 cases (23.4%) required extremely intensive medical care: 38 with ventilator  
care, 84 with tracheotomy, 211 with frequent air-way suction, and 299 with tube feeding. 
 The severity of disabilities and medical care requirement increased each year.  353 indivi
duals are currently using the service (Group A).  123 individuals have subsequently been 
hospitalized to SMID institute (Group B).  115 individuals died while receiving services at
 one of the centers (Group C).  The age at which individuals used the centers varied  
widely 1 to 59 years, and showed two peaks at pre-school age and post-graduate age.   
The average duration of utilization was 8 years (Group A: 10.1, Group B: 9.2, Group C: 
6.9), and 147 cases continued to use service for over 15 years.  Different kinds of care  
or support were provided, such as daily-life care, medical care, and habilitation. 
Conclusions  Day-care services which can provide medical care are very important and  
necessary for the welfare of persons with SMID living at home.  These centers are useful 
for their daily activities, maintenance of general health, developmental habilitation, and also 
education. 
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A review of services to persons with severe motor and intellectual disabilities in five 
day-care centers over 23 years 
  
<Slide 1>  INTRODUCTION 
  Day-care service for persons with severe motor and intellectual disabilities (SMID) was 
established in 5 institutes in 1990.  Thereafter, number of institutes were gradually increas
ed, and being now more than 300 institutes, in Japan.  And, about 6,000 persons with  
SMID utilized these services.  These day-care services may contribute to keep stable  
health and daily-activities for persons with SMID living at home. 
  There were two types of institutes: type A is 15 fixed persons per day, and with  
medical care and with transport system, and type B is 5 fixed persons per day mainly for 
regional service. 
 
<Slide 2>  OBJECT 
  The day-care service restricted to SMID was started from 1990, and was continued for 
23 years.  In 2012, this service system was shifted to the new ones of divided into child 
and adult service and involved services to the other kinds of handicaps. 
  In this study, we reviewed the experiences of these 5 day-care centers since their  
inception.  And, we want to clarify as follows: (the 1st) a role of achievement and utility 
of these services for SMID living at home, (the 2nd) problems and difficulties on practice,
 (the 3rd) further what service being effective or better. 
  We wish to propose to the new system regarding as the consequence of this study. 
 
<Slide 3>  SUBJECT and METHOD 
  The investigation was done in 5 day-care centers, which are Hokkaido Ryoikuen, Nagao
ka Ryoikuen, Yokohama Ryoiku center, Asahigawa-so Ryoiku center, and Hisayama Ryoik
u center.  Their location illustrated on right-side Japan map. 
  Examination contents were as follows: the 1st number of users for 23 years, and users  
profile as to the severity of handicaps, requirement of medical cares, the 2nd state of using 
the center as to the age at start and stoppage of using, duration of utilization, and turning 
points of using, and the 3rd actual daily activities and cares in the centers. 
 
<Slide 4>  RESULTs 
 Total 782 persons with SMID used these 5 day-care centers during 23 years, mean 156 
persons per center.  Number of users rapidly increased just after the start of services, and
 being 2 or 3 holds of the fixed number.  It suggests respective centers may cover the  
area with a population of 5 to 7 hundred thousand.  Transport (home to center) was  
extensive far from 20 to 100 km area. 
 
<Slide 5> 
  Severity of handicaps revealed according to Oshima’s classification score.  The SMID in
 a narrow sense (Oshima’s score 1 to 4) occupied in 79.3 to 94.5 percent (mean 86.8  
percent).  This incidence was almost same to that of in-patients of SMID institutes.  More
 severe case especially Oshima’s score 1 tented to increase each year. 
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  As to the time of brain-injury, pre-natal injury is 26.3 percent, peri-natal injury 51.2  
percent, and post-natal 22 percent. 
 
<Slide 6> 
  This slide shows the requirement of medical care of the users.  Total 8.3 percent of  
cases was recognized to IMC required with intensive medical care (Suzuki’s score over 25
 points), and 15.1 percent of cases was SIMC with semi-intensive medical care (score 10 
to 24).  Cases both IMC and SIMC were needed to habitual medical care and observation
 in the center.  Incidence of IMC and SIMC was also same to that of in-patients.  As to
 the principal medical cares, 4.9 percent of cases required with ventilator care, 10.7  
percent with tracheotomy, 27 percent with frequent air-way suction, and 29.3 percent with 
tube-feeding. 
  Cases with ventilator care abruptly increased since 2008.  Many of them were from the
 discharge to neonatal intensive care units (NICU). 
 
<Slide 7> 
  This shows the turning points of using the services.  The cases of currently using the  
services were 353 persons (Group A), cases hospitalized to SMID institutes while utilizatio
n 123 persons (Group B), cases death while utilization 115 persons (Group C), and others
 198 persons, who left the centers caused by entrance into specific school, removal,  
change to out-patient management, etc. 
 
< Slide 8> 
  Age at the start of using services was widely varied from 1 to 59 years old, and showe
d two peaks at pre-school age (26.9 percent) and just after post-graduate age (28.3 percen
t).  Among the individual centers, the distribution of start ages was slightly different.  B 
and A center was mainly post-graduate cases (service for adult), C center diversity  
pre-school cases (service for child), and D and E center all ages. 
 
< Slide 9> 
  This shows the duration of utilization in Group A (currently using cases).  Start ages of
 using ranged 11.9 to 20.8 years old, mean 15 years.  And, duration of utilization ranged
 7.8 to 13.1 years, mean 10.3 years.  It is remarkable that about 30 percent of cases  
continued to using for over 15 years.  Furthermore, 52 cases continued for 23 years from
 the start of this service. 
 
<Slide 10> 
  This shows the duration of utilization in Group B (hospitalized cases in SMID institute).
  Start ages of using ranged 16.8 to 25.6 years old, mean 21.6 years, which was slightly 
high compared with that of Group A.  Duration of utilization was 9.2 years, which was  
no obvious difference to Group A.  Rate of hospitalization was not so high in the cases 
with IMC and SIMC. 
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<Slide 11> 
  This shows the duration of utilization in Group C (death cases while using the service).
  Start age of using ranged 11.3 to 20.9 years old, mean 13.8 years, which was slightly  
low compared with those of Group A and B.  Duration of utilization was 6.2 years, whic
h was obviously short.  About a half of the cases died within 5 years utilization.  Rate  
of death in IMC cases was 23 percent, being slightly high. 
 
<Slide 12> 
  This shows actual daily activities and cares in the centers.  Individual program was desi
gned for their quality of life.  Daily activity corresponding to their handicaps was done,  
for example, in severe cases, input of various senses (sensory, auditory, visual, and vestibu
lar) was done for main activities, and habilitation (PT, OT, and ST) was also regularly  
performed.  In mild cases, dynamic activities included outside and production works were 
done for individual levels.  As to the daily care, almost all cases was necessary for many
 supports of daily-life, such as body change, eating, excretion, body cleaning, etc. 
  These daily activities and cares produce regularity of daily life cycle, which may be  
directly related to their quality of life. 
 
<Slide 13>  SUMMARY 
The 1st: Needs for day-care services (specified to SMID) were many and strong, so the  
centers always received 2 or 3 holds persons.  And, more severe case especially Oshma’s 
score 1 tended to increase each year. 
The 2nd: About 30 to 40 percent of users required some intensive medical cares.  Therefor
e, medical and/or habilitation stuffs were necessary to arrange. 
The 3rd: Duration of utilization was quite long (mean: over 10 years), which through the  
life-stage such as child to adult.  Consecutive care and support from child to adult are  
important in SMID. 
The 4th: Users were quite various as to the age and degree of handicaps, so daily activity
 and care program should be also diversity.  Therefore, many welfare and education stuffs
 were also necessary to arrange. 
  The day-care services with medical and welfare stuffs (various kinds of specialist) are  
important and necessary for general supports of SMID living at home. 
 
<Slide 14> 
  Support system for SMID living at home is illustrated in this slide.  Day-care service  
for daily activity, short-stay service for respite, and home-help service are regarded as mai
n supports.  And, among these three services, day-care service may be core on the point 
of being able to ordinary management. 
 
<Slide 15>  CONCLUSION 
  Day-care services which can provide medical care are very important and necessary for 
the welfare of persons with SMID living at home.  These centers are useful for their  
daily activities, maintenance of general health, developmental habilitation, and also  
education. 
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(2) Time study on the care for SMID at a day-care center 

 

Tadashi Matsubasa, M.D., Ph.D. 

Kumamoto University, Kumamoto, JAPAN 

 

Background: Improvements in life prognosis of NICU patients and SMID patients have  

led to increased number of SMID, especially SMID-medical care dependent group (SMID-

MCDG) patients cared at home. To assess the present status of SMID care we performed 

a time study at a day-care center for SMID patients. 

Method:  

     Eleven day care center staff members (3 nurses, 1 nurse’s aide, 4 child counselors, 

2 kindergarten teachers, and 1 physical therapist) were the subjects.  

     The center had a capacity for 15 patients at one time, with 36 regular users. The  

average age of the patients was 18.9 years with 4 SMID-MCDG patients. Most of the use

rs were suffering from cerebral palsy. 

     Each minute of work for each staff members for 3 days (8 hours each day) was  

recorded on February 26, 27, and 28, 2008. The content of the work was divided into of 

6 work codes: A (life support or care management), B (life care), C (medical care), D,  

(social participation), E (community life support), and F (others).  
     The activities of staff members were compiled and analyzed via EXCEL in order to
 assess the burden of the care-giver at home. 
Results: 

     Average care time for one user was 139.0 minutes/day (A: 3.7, B: 79.7, C: 11.9, D:

 43.8, E: 0, and F: 0.1 minutes). Total work time was 3337.0 minutes/day. Care was  

provided by child counselors, nurses, kindergarten teachers, the nurse’s aide, and the  

physical therapist in this order. 

   Staff also engaged in 2578.5 minutes of common work such as transporting patients an

d preparing for activities.  

Implications: 

     Results show that nurses were engaged in life care or social participation as well as

 medical care. Through daily interaction nurses can gain a good understanding of patients’

 conditions. This will contribute to improved life prognosis of SMID patients. 
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(3) Present condition of daycare services for children and adults with SMID 
 
Takashi MITO (Nikoniko-house Medical and Welfare Center, Kobe, Hyougo, Japan) 
Sachio TAKASHIMA (Yanagawa Institute for Developmental Disabilities, Yanagawa, Fukuo
ka, Japan) 
 
Background   The system of tuenjigyou (daycare program for children and adults with S
MIDS) has developed for more than 20 years in Japan. The number of the institutes is m
ore than 300 and about 6000 people with SMIDS use this system now. However, there ar
e several problems which should be solved. Therefore, we performed questionnaire investig
ation to clarify these problems. Here we report the results of the investigation and the dis
cussion on their countermeasure. 
Methods   Examination charts of questionnaires were delivered to 310 institutes servicing 
with tuenjigyou. The questions included the very important problems in the area of the ins
titutes and the means for settling those problems. And the content and condition of their u
tilization, actual needs of their transportation, and the management of the tuenjigyou were 
also asked. 
Result   Replies from 177 institutes (withdrawal percent: 57.1%) showed that the most im
portant subject is an insufficiency of the number of institutes and the space for daycare in
 each area. The medical problems also included the insufficiency of the number of nurse, 
the lack of emergency system, the cost of the transportation for users and the economic m
anagement of institutes. Against the theme of lack of the institution, some suggestions wer
e proposed as countermeasure. And there were many opinions that the administrative finan
cial support is necessary. 
Conclusion   Using the cooperation between institutions and government, we should cope 
with the subjects containing the increase of the institution in quality and quantity, making 
medical level up, establishment of the comfortable transportation and the construct of tuen 
daycare system in each regional area and making the best of social resources. 
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Daycare services for children and adults with severe motor and intellectual 

disabilities in Japan 

         

Takashi MITO, Sachio TAKASHIMA 

 

The service system for day to children and adults with severe motor an

d intellectual disabilities –abbreviation SMID   was established more than 2

0 years ago in Japan.   Presently, numbers of institutions are counted mor

e than 300 and withholding about 6000 persons with SMID.  

Medical daycare service program is very useful for the welfare of SMID 

persons in living at home.   The institution is a necessity for persons with

 SMID at home in Japan.   

 

【 Daily schedule 】 

 The slide shows a time table for the client who spend a day time at the

 day care center in a community.  Longer times are being spent for garden

ing, cocking, bowling, soccer, and kara-oke singing.   These are occupy 28 

% of total hour spent at the center, namely between 5 to 6 hours stay.   

Then 22.9 % for lunch and supplying the water, 10.6% of discharge of bodily

 wastes, 8.5% of exercise, morning and end of the day meeting for 7.7%, 5.2

% for exam-medical, 3.6 % of bathing, and 13.5% for others. 
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【 Weekly schedule 】 

   Data obtained present how one week is spent by SMID client who lives

 at home.  32.9 % of total time is used to spend at the center. Adding the

 12.8% of time that spent at the other center, it become 45.7% which equiv

alent to approximately 3.2 days.   On the other hand, 45.5% is spent at ho

me which is approximately 3.2 days.   8,9 % (approximately 0.6 day) are for

 other miscellaneous use that include hospital visit, short 

stay at the center and going out into town. 

 

 【 Average number of users and stuffs 】  

Average capacity of a day care center throughout of Japan is 11.8 perso

ns.   Average numbers who made a registration to the center was 22.3 per

sons. 

On the other hand, average numbers of staff employed at the center is 

7.1 persons including full time and part time employee, among which, 1.8 pe

rson for nurses and 4.4 person for care giver. 

 

【 Age of users 】 

Initiation of day care center for SMID person was started by the problem

 seen among SMID who finished high school had no place to go, eventually

 have to stay at home all the time.   Therefore, users of day care center 

were mostly by those who had finished high school education and adult SM
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ID. 

After 20 years passed, centers only subjected for adult client, and not s

ubjected for child client have decreased as for 36.7%.   On the other hand,

 there are 58.0% of centers where accepting child client.  Furthermore, a c

enters accepting client under the age of 17 is 5.3%. 

 

【 Methods 】  

Survey was carried out by mailing the questionnaire to 310 centers 

throughout of Japan.   Questionnaire form was structured focused on the 

subjects suspected to be major issues in the community, namely, inadequate 

numbers of center and the size of facilities, medical care system, transportation 

service from homes to the center, administration and management of the center, 

and a system of day care center in a given area. 

 

【 Insufficiency of the institutions 】 

 Response rate was 57.1%, which replied by 177 centers. 

Major issue was inadequate numbers of center.   Also complaint was ma

de for insufficient size of space at the center. 

 Among those claimed, there was a claim such as “the center is existing

 to accept SMID client, but the one with medical care for severe case is i

nsufficient.   In such an area, also the center able to provide a medical c

are for light degree is insufficient 
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There was a comment saying, no more capacity at the center with prese

nt users saturated the capacity, so that students who are taking a long sc

hool off or a graduate from high school found no place to go in. 

 

【 Medical care service 】 

 There are comments on how to gain, maintain the number of nurses, brus

h up the medical knowledge and technique for care givers and the necessit

y to facilitate a function for medical emergency case occurred are seen in

 fairy large numbers.   Also, desire to ward financial aid for such facilitatio

n was found 

 

【 Transportation  】 

A problem presented during transportation service was that of medical c

are in the care when emergency case occurred.  In case the transportatio

n course are too many, how can arrange the nurse to all would be a probl

em.   In another words, how can we have a sufficient number of nurse at 

the center to assign on the car. 

Cost for the car, maintenance cost, cost for fuel, cost for drivers are al

so causing problems.   In addition, some place, it makes difficult to maintai

n a service function due to snowing in winter. 

  

【 Management and administration of the center 】 
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 As an essential nature of the day care center for SMID client, it requir

es more manpower and over cost to maintain, so that insufficiency of budg

et will cause under the present welfare system.  Income is proportionately 

increase as the users increase, so if the client absent to come to the cen

ter for some reason, it makes decreasing of the income. 

On the other hand, there are demand to open the center in weekend or

 extended hours would help to increase the income, but it requires over c

ost for man power and it rather cause the reduction of total profit. 

 

【 A system of day care center in a given area 】. 

If the center should be made in relation with the size of community and

 its population more centers should be facilitated in ever communities. 

Having the center specialized only for SMID client would be impossible, al

ternative solution would be utilizing the facilities subjected for aged person 

or hospital where medical approach are available.   In case of such a soluti

on, there is a need of talks and discussion involving with various fields suc

h as other type of centers or government administrative offices. 

 

【 Summary 】 

 It is obvious that an existence of day care center where SMID person ca

n spend a time daily with much joy, would be effective to bring up their Q

OL.   According to the data we obtained, it seems that the demands were
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 great for the vehicle which is equipped with medical care, secured transpo

rtation and for short distance to reach to the center were great. 

 However, it is considered that getting sufficient number of day care cente

rs for SMID client in the community takes long time to accomplish. As for 

an alternate solution, collaborative work with other centers in a community 

and with the government administration backed up by law and financial sup

port would be greater demands in future. 
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２－（8） 国際学会での発表 

 

Ｂ．IASSIDD PIMD 特別研究グループ円卓会議 ポスター発表 
 

○末光 茂，水戸 敬，曽根 翠 

 

2013 年 10 月 23～25 日にオランダ・グローニンゲンで開催された IASSIDD PIMD 特別

研究グループ円卓会議において、２年間の研究成果を発表した。その内容を掲載する。 

 

Present condition of daycare services for PIMD in Japan 

 

Shigeru SUEMITSU      Kawasaki University of Medical-Welfare, Asahigawa-so 

Medical-Welfare Center, Okayama, Japan 

Takashi MITO             Nikoniko-house Medical and Welfare Center, Kobe, Hyougo, 

Japan 

Sui SONE                 Tokyo Metropolitan Higashiyamato Medical Center For 

Developmental Multiple Disabilities, Tokyo, Japan 

 

 

Background    In Japan (12million population) we have 37thousand PIMD persons 

and 25thousand PIMD persons live with their own families. The system of daycare 

program for PIMD has developed for more than 20 years in Japan. The number of the 

facilities is more than 310 and about 6000 people with SMIDS use this system now.  

There are several problems which should be solved. We performed questionnaire 

investigation to clarify these problems.  Here we report the results of the investigation 

and the discussion on their countermeasure. 

Methods   Examination charts of questionnaires were delivered to 310 facilities. The 

questions included the important problems in the area of the facilities and the means 

for settling those problems. And the content and condition of their utilization, actual 

needs of their transportation, and the management of the daycare program for PIMD 

was also asked.  

Result   Replies from 177 facilities (withdrawal percent: 57.1%) showed that the most 

important subject is an insufficiency of the number of facilities and the space for 

daycare in each area. The medical problems also included the insufficiency of the 

number of medical nurse, the poor emergency system, the cost of the transportation for 

users and the economic management of facilities et al. 
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Present condition of daycare services for SMID (PIMD) in Japan 

Shigeru SUEMITSU, Takashi MITO, Sui SONE 

 

【 P１．SMID/PIMD in Japan 】 

The population of JAPAN is about 128million.  

The number of SMID /PIMD is about 43,000 persons. The number of those who stay in 

institutions is 19,000, those who stay at home is 24,000. The rate of them which need 

intensive medical care or semi-intensive medical care is about 30%. 

 

【 P２．Age Distribution Curve of home and residential care clients (2013) 】 

  The age distribution curve of those who stay at home is younger that of institutional care 

clients. 

 

【 P３．Present situation 】 

 This is present situation of Japan. The number of residential Institutions for persons with 

SMID is 196, which offer 19,400beds.  

The number of Day Care Centers is 310, which accept 6,000 clients. 

Users of short stay service are 200thousand man-day last year. 

Usually persons with SMID staying at home use Home visiting Nurse, medical rehabilitation, 

personal care assistance, home bathing service, etc. 

 

【 P４．Program of daycare services for persons with SMID(PIMD)】 

The service system of daycare for persons with SMID started more than 20 years ago in 

Japan.   Among 6000 uses of daycare centers, 30% need intensive or semi-intensive 

medical care.  

 

【 P5．Methods 】  

Survey was carried out by mailing a questionnaire to 310 daycare centers throughout of 

Japan.   Questionnaire form was structured focused on the weekly daytime schedules of 

the users, the activities of daycare centers, insufficiency of daycare facilities, medical care 

service, transportation, management and administration, and local system of the day care 

service where each center located. Response rate was 57.1%, which replied by 177 
centers 

 

【 P6．Weekly schedule of the user’s daytime】 

   Data obtained from the clients of each daycare center. Weekly schedule means where 

they stay in the daytime. 45.7% is spent at the daycare centers. Many clients use more than 

two daycare centers, which resulted that 12.8% is spent at the second or third facilities.  

45.5% is spent at home.  8.9 % is spent for other purposes such as hospital visit, short 

stay, and going out. 
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【 P7． Activity at the daycare centers 】 

 The slide shows the rate of time spent for each activity during staying at the daycare 

centers. The longest activity, 28%, was play such as gardening, cocking, bowling, soccer, 

and kara-oke singing.   The second one was lunch including coffee time, 22.9%. The third 

was toileting and hygene, 10.6%. 8.5% was spent for exercise, 7.7% for morning and end of 

the day meeting, 5.2% for medical care and 3.6 % for bathing.13.5% was spent for other 

activities such as driving and shopping. 

 

【 P8．Defects in the day care facilities 】 

 Major issue was inadequate number of centers. Also complaint was made for insufficient 

size of space at the center. 

 Among those claimed, there were items on insufficient number of centers accepting clients 

who need medical care, especially for those who need intensive medical care. 

There was a comment saying, no more capacity for non-regular clients, so that school 

age children cannot find the place to go during long vacation. 

 

【 P9．Medical care service 】 

 There are comments on how to gain, maintain the number of nurses, brush up the medical 

knowledge and technique for care givers and the necessity to facilitate a function for 

medical emergency case occurred are seen in fairy large numbers.   Also, desire to ward 

financial aid for such facilitation was found 

 

【 P10．Transportation  】 

A problem presented during transportation service was that of medical care in the care 

when emergency case occurred.  In case the transportation course are too many, how can 

arrange the nurse to all would be a problem.   

Cost for the car, maintenance, fuel and cost for drivers are also causing problems.   

 

【 P11．Management and administration of the facilities, A system of day care center in a 

given area 】 

< Management and administration of the facilities> 

As an essential nature of the day care center for SMID (PIMD) client, it requires more 

manpower and over cost to maintain, so that insufficiency of budget will cause under the 

present welfare system.  Income is proportionately increase as the users increase, so if 

the client absent to come to the center for some reason, it makes decreasing of the income. 

On the other hand, there are demand to open the center in weekend or extended hours 

would help to increase the income, but it requires over cost for man power and it rather 

cause the reduction of total profit. 
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<A system of day care center in a given area > 

If the center should be made in relation with the size of community and its population 

more centers should be facilitated in ever communities. 

Having the center specialized only for SMID client would be impossible, alternative 

solution would be utilizing the facilities subjected for aged person or hospital where medical 

approach are available.   In case of such a solution, there is a need of talks and discussion 

involving with various fields such as other type of centers or government administrative 

offices. 

 

【 P12．Summary 】 

 Summary 

1  Survey had been carried out by sending questionnaire by mail to the day care 

center throughout of Japan 

2 Major items were that of insufficient numbers of the day care center. Those were 

followed by “medical care system”, “transportation”, “administration and 

management of day care center” and “a system of day care center in a given 

area”. 

3  Comment was seen that collaborative work with other centers and local 

government in order to make a progress of the system for day care center 

system. 
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